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第 6 章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

6.1 環境影響評価の項目の選定 

6.1.1 環境影響評価の項目 

対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目の選定に当たり、第2章及び第3章から

本事業の事業特性及び地域特性を抽出した結果は、第6.1-1表及び第6.1-2表のとおり

である。 

また、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに

当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価

の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定す

るための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10

年通商産業省令第54号)(以下「発電所アセス省令」という。)第21条第1項第6号に定

める「風力発電所 別表第6 備考第2号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内

容との相違について比較整理した結果は、第6.1-3表のとおりである。 

上記の整理結果に基づき、一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴

う影響要因について、「発電所アセス省令」の別表第6においてその影響を受けるおそ

れがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、本

事業の事業特性及び地域特性を踏まえ、「発電所アセス省令」第21条の規定に基づき、

第6.1-4表のとおり本事業に係る環境影響評価の項目を選定した。 

環境影響評価の項目の選定にあたっては、「発電所アセス省令」等について解説さ

れた「発電所に係る環境影響評価の手引」(経済産業省、令和2年)(以下「発電所アセ

スの手引」という。)を参考にした。 

 

第6.1-1表 本事業の事業特性 

影響要因 

の区分 
事業の特性 

工事の実施 ・工事用資材の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事

関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。 

・建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う。 

・造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地

を行う。 

土地又は 

工作物の存在 

及び供用 

・地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。 

・施設の稼働として、風力発電の運転を行う。 
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第6.1-2表 主な地域特性 

環境要素 

の区分 
主な地域特性 

大気環境 ・対象事業実施区域周辺で風向風速等を観測している気象観測所である川渡地域気象観測所

の30年間の統計記録によれば、年間の平均気温は10.3℃、平均風速は1.2m/s、降雪の深さ

は462cmとなっている。また、2019年の年平均風速は1.4m/s、年間の最多風向は西となって

いる。 

・対象事業実施区域の最寄りの測定局として古川Ⅱ一般環境大気測定局及び古川自排自動車

排出ガス測定局が設置されており、平成30年度は二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物

質及び微小粒子状物質について環境基準に適合している。 

・対象事業実施区域及びその周囲において環境騒音は測定されていないが、自動車騒音は測

定されている。平成30年度の自動車交通騒音の面的評価結果は環境基準を達成している。 

水環境 ・対象事業実施区域及びその周囲には、一級河川の田川、澄川等が流れている。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、岩堂沢ダム、二ツ石ダム等がある。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、河川、湖沼及び地下水の水質調査は実施されて

いない。 

その他 

の環境 

・対象事業実施区域の土壌は、主に黒ボク土壌、淡色黒ボク土壌、褐色森林土壌（赤褐系）、

乾性褐色森林土壌（赤褐系）が分布している。 

・対象事業実施区域は、主に大起伏丘陵地から少起伏丘陵地に位置する場所である。 

・対象事業実施区域は、主に凝灰岩質岩石、流紋岩質岩石、集塊岩凝灰角礫岩が分布してい

る。 

・対象事業実施区域及びその周囲には、「日本の典型地形」（㈶日本地図センター、平成11

年）によると、典型地形として「青木原－岩出山牧場一体」が存在する。また、「第３回

自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）によると、自然景観資源

として非火山性孤峰、断崖・岸壁、峡谷・渓谷及び湖沼が分布している。 

動 物 

植 物 

生態系 

・対象事業実施区域及びその周囲の動物の重要な種は、哺乳類8種、鳥類25種、爬虫類1種、

両生類6種、魚類4種及び昆虫類15種が確認された。 

・動物の重要な種の生息地として、対象事業実施区域及びその周囲では、生物多様性の保全

の鍵になる重要な地域（KBA）が2件、鳥獣保護区が4件、緑の回廊が1件、センシティビテ

ィマップに基づく注意喚起メッシュが2件抽出された。 

・対象事業実施区域内では、コナラ群落、スギ・ヒノキ・サワラ植林が広く分布しており、

一部にアカマツ群落、カラマツ植林、アカマツ植林、ススキ群団、牧草地、伐採跡地群落

等もみられる。また、植生自然度9以上の群落としては、クロベーキタゴヨウ群落、ジュウ

モンジシダーサワグルミ群集、ヨシクラス、ヒルムシロクラスが分布域はわずかであるが、

点在している。 

・対象事業実施区域及びその周囲の植物の重要な種は、37科94種が確認されている。 

・対象事業実施区域及びその周囲では、天然記念物が対象事業実施区域外に2箇所、特定植物

群落が対象事業実施区域外に3箇所確認された。巨樹・巨木林については、全て対象事業実

施区域外に8箇所確認された。 

・重要な自然環境のまとまりの場として、対象事業実施区域及びその周囲には、自然林、湿

原・湿性林、特定植物群落、希少な植物群落、天然記念物、保安林、鳥獣保護区、生物多

様性の保全の鍵になる重要な地（KBA）、緑の回廊、巨樹・巨木林が分布している。 

景観 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

・対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点として、「花渕山登山道」、「田代高原キ

ャンプ場」、「翁山」、「二ツ石橋」、「二ツ石ダム展望台」、「澄川橋」、「切込焼記

念館」、「陶芸の里スポーツ公園」、「やくらいガーデン」がある。 

・対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場として、「田代

高原キャンプ場」、「陶芸の里ゆーらんどキャンプ場」、「陶芸の里スポーツ公園」、「陶

芸の里周遊ルート（ジャパンエコトラック）」、「347「きずな」ルート（ジャパンエコト

ラック）」、「鳴子温泉-田代-旭コース（ふるさと緑の道）」がある。 

放射性物質 ・対象事業実施区域及びその周囲の平成30年度及び令和元年度の公共用水域の放射性物質濃

度の測定結果は、空間線量は自然放射線量と同レベルである。また、水質、土壌、底質の

セシウム濃度は基準等を下回っている。 
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第6.1-3表 一般的な事業の内容と本事業の内容との比較 

区

分 

環境要素の区分 一般的な事業の内容 本事業の内容 比較の結果 

工
事
の
実
施 

工事用資材等の

搬出入 

工事用資機材の搬出入として、

建築物、工作物等の建築工事に

必要な資材の搬出入、工事関係

者の通勤、残土、伐採樹木、廃

材の搬出を行う。 

工事用資機材の搬出入として、

建築物、工作物等の建築工事に

必要な資材の搬出入、工事関係

者の通勤、伐採樹木、廃材の搬

出を行う。 

一般的な事業の内容

に該当する。 

建設機械の稼働 建設機械の稼働として、建築

物、工作物等の設置工事（既設

工作物の撤去又は廃棄を含

む。）を行う。なお、海域に設置さ

れる場合はしゅんせつ工事を含

む。 

建設機械の稼働として、建築

物、工作物等の設置工事を行

う。 

一般的な事業の内容

に該当する。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

造成等の施工として、樹木の伐

採等、掘削、地盤改良、盛土等

による敷地、搬入道路の造成、

整地を行う。なお、海域に設置さ

れる場合は、海底の掘削等を含

む。 

造成等の施工として、樹木の伐

採等、掘削、盛土等による敷地、

搬入道路の造成、整地を行う。 

一般的な事業の内容

に該当する。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

地 形改変及び

施設の存在 

地形改変及び施設の存在とし

て、地形改変等を実施し建設さ

れた風力発電所を有する。な

お、海域に設置される場合は、

海域における地形改変等を伴

う。 

地形改変及び施設の存在とし

て、地形改変等を実施し建設さ

れた風力発電所を有する。 

一般的な事業の内容

に該当する。 

施設の稼働 施設の稼働として、風力発電の

運転を行う。 

 

 

 

 

施設の稼働として、風力発電の

運転を行う。 

 

 

 

 

一般的な事業の内容

に該当する。 
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第6.1-4表 環境影響評価の項目の選定 

 

環境要因の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 

土地又は工作

物の存在及び

供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気 

環境 

騒音 

騒音 ○ ○   ○ 

低周波音（超低周波音を含

む。） 
    ○ 

振動 振動 ○     

水環境 
水質 水の濁り   ○   

底質 有害物質      

その他

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価され

るべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき

生息地（海域に生息するも

のを除く） 

  ○ ○ 

海域に生息する動物      

植物 

重要な種及び重要な群落

（海域に生育するものを

除く） 

  ○ ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系   ○ ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及び

評価されるべき環境

要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資

源並びに主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ 

合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ

合いの活動の場 
○   ○ ○ 

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物   ○   

残土   ○   

一般環境中の放射性

物質について調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

放射線の量 放射線の量   ○   

注：1.     は発電所アセス省令第21条第1項第6号に定める「風力発電所 別表第6」の参考項目である。 

2.     は発電所アセス省令第26条の2第1項に定める「別表第13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

3.「○」は対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。 
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6.1.2 選定の理由 

環境影響評価の項目として選定する理由は第6.1-5表のとおりである。 

また、参考項目のうち環境影響評価の項目として選定しない理由は、第6.1-6表の

とおりであり、「発電所アセス省令」第21条第4項に規定する参考項目として選定しな

い場合の考え方のうち、第1号、第2号又は第3号のいずれの理由に該当するか示した。 

 

第6.1-5表(1) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項    目 
環境影響評価の項目として選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大
気
環
境 

騒音 

騒音 

工事用資材等の搬出入 
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存

在することから、選定する。 

建設機械の稼働 
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在するこ

とから、選定する。 

施設の稼働 
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在するこ

とから、選定する。 

低周波音 

（超低周波 

音を含む。） 

施設の稼働 
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在するこ

とから、選定する。 

振動 振動 工事用資材等の搬出入 
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存

在することから、選定する。 

水

環

境 

水質 水の濁り 
造成等の施工による 

一時的な影響 
造成等の施工時に雨水排水があることから、選定する。 

そ

の

他

環

境 

その他 風車の影 施設の稼働 
対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在するこ

とから、選定する。 

動物 

重要な種及

び注目すべ

き生息地 

(海域に生

息するもの

を除く) 

造成等の施工による 

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息す

る陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性があ

ることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在、施設の稼働 

地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、

改変区域及びその周囲に生息する陸生動物及び水生

動物に影響が生じる可能性があることから、選定す

る。 

植物 

重要な種及

び重要な群

落 (海域に

生育するも

のを除く) 

造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育す

る陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があ

ることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在 

地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周

囲に生育する陸生植物及び水生植物に影響が生じる

可能性があることから、選定する。 

生態系 

地域を特徴

づける生態

系 

造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系

に影響が生じる可能性があることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在、施設の稼働 

地形改変及び施設の存在、並びに施設の稼働により、

改変区域及びその周囲の生態系に影響が生じる可能

性があることから、選定する。 
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第6.1-5表(2) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項    目 
環境影響評価の項目として選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

景観 

主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

地形改変及び施設の

存在 

地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景

観資源並びに主要な眺望景観に変化が生じる可能性

があることから、選定する。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

工事用資材等の搬出

入 

工事関係車両の主要な走行ルートが、主要な人と自然

の触れ合いの活動の場へのアクセスルートに該当す

ることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在 

対象事業実施区域及びその周囲に主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場が存在することから、選定す

る。 

施設の稼働 

対象事業実施区域の風力発電機設置位置近傍に人と

自然との触れ合いの活動の場である「田代高原キャン

プ場」、「陶芸の里周遊ルート（ジャパンエコトラッ

ク）」及び「鳴子温泉-田代-旭コース（ふるさと緑の

道）」が存在していることから選定する。 

廃棄物等 

産業廃棄物 
造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工に伴い産業廃棄物が発生することから、

選定する。 

残土 
造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工に伴い残土が発生することから、選定す

る。 

放射線の量 放射線の量 
造成等の施工による

一時的な影響 

「福島県及びその近隣県における航空機モニタリン

グの測定結果について」（原子力規制委員会、令和2

年2月13日）によれば、対象事業実施区域及びその周

囲においては、空間放射線量率の高い地域は確認され

ていないが、造成等の施工に伴い今までの蓄積した土

壌中の放射性物質が拡散・流出する可能性が考えられ

るため、選定する。 
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第6.1-6表 環境影響評価の項目として選定しない理由 

項目 
環境影響評価の項目として選定しない理由 根拠 

環境要素の区分 影響要因の区分 

水
環
境 

水
質 

水の濁り 建設機械の稼働 

しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行わず、水
底の底質の撹乱による水の濁りの発生が想定されないこと
から、選定しない。 

第1号 

底
質 

有害物質 建設機械の稼働 

水域への工作物等の設置及びしゅんせつ等の水底の改変を
伴う工事を行わず、水底の底質の撹乱が想定されない。また、
対象事業実施区域は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に該当せず、
有害物質の拡散が想定されない。 
以上より、選定しない。 

第1号 

そ
の
他
の
環
境 

地
形
及
び
地
質 

重要な地形

及び地質 

地形改変及び施

設の存在 

対象事業実施区域には、文化財保護法による名勝・天然
記念物及び「日本の地形レッドデータブック第1、2集」
（日本の地形レッドデータブック作成委員会、平成12
年、14年）に記載される、学術上又は希少性の観点から
重要な地形及び地質は存在しない。 
以上より、選定しない。 
 

第1号 

動物 
海域に生息

する動物 

造成等の施工に
よる一時的な影
響 

海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないこ
とから、選定しない。 

第1号 

地形改変及び施
設の存在 

海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないこ
とから、選定しない。 

第1号 

植物 
海域に生育

する植物 

造成等の施工に
よる一時的な影
響 

海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないこ
とから、選定しない。 

第1号 

地形改変及び施
設の存在 

海域は対象事業実施区域及びその周囲に存在しないこ
とから、選定しない。 

第1号 

放射線

の量 
放射線の量 

工事用資材等の
搬出入 

「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング
の測定結果について」（原子力規制委員会、令和2年2
月13日）によれば、対象事業実施区域及びその周囲にお
いては、空間放射線量率の高い地域は確認されておら
ず、工事用資材等の搬出入により放射性物質が相当程度
拡散または流出する可能性は非常に少ないと想定され
るため、選定しない。 

第1号 

建設機械の稼働 

「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング
の測定結果について」（原子力規制委員会、令和2年2
月13日）によれば、対象事業実施区域及びその周囲にお
いては、空間放射線量率の高い地域は確認されておら
ず、建設機械の稼働により放射性物質が相当程度拡散ま
たは流出する可能性は非常に少ないと想定されるため、
選定しない。 

第1号 

注：発電所アセス省令第21条第4項では、以下の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を

選定しないものとすると定められている。 

第1号；参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 

第2号；対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在し

ないことが明らかである場合 

第3号；特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が

明らかな場合 
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6.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

6.2.1 調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は、第

6.2-1表のとおりである。 

なお、「2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影

響が変化することとなるもの 3.その他の事項 (12)対象事業実施区域周囲における

他事業」に記載のとおり、累積的な影響については環境影響を受けるおそれのある事

業を対象とし、騒音、鳥類及び景観について、今後の環境影響評価の手続きの中で検

討する。 

 

6.2.2 選定の理由 

調査、予測及び評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を把握

した上で、「発電所アセス省令」第23条第1項第6号「風力発電所 別表第12」に掲げ

る参考手法を勘案しつつ、「発電所アセス省令」第23条第2項及び第3項の規定に基づ

き、必要に応じて簡略化された手法又は詳細な手法を選定した。 

なお、調査、予測及び評価の手法の選定に当たっては、「発電所アセスの手引」を

参考にした。 
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第6.2-1表(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

工事用資材
等の搬出入 

１ 調査すべき情報 
(1) 道路交通騒音の状況 
(2) 沿道の状況 
(3) 道路構造の状況 
(4) 交通量の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 道路交通騒音の状況 
【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64
号）に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)に基づ
いて等価騒音レベル(LAeq)を測定し、調査結果の整理及び解析を
行う。 

(2) 沿道の状況 
【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。 
【現地調査】 

現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査する。 
(3) 道路構造の状況 
【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確
認及びメジャーによる測定を行う。 

(4) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)
一般交通量調査」（国土交通省、平成29年）等による情報の収集
並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 
調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

騒音に係る環境
影響を受けるお
それのある地域
とした。 

４ 調査地点 
(1) 道路交通騒音の状況 
【現地調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係
車両の主要な走行ルート沿いの3地点(沿道①～③)とする。 

(2) 沿道の状況 
【文献その他の資料調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。  
【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。  
(3) 道路構造の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 
(4) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの
沿道とする。 

【現地調査】 
「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

工事関係車両の
走行ルートの沿
道地点を対象と
した。 
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第6.2-1表(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

工事用資材
等の搬出入 

５ 調査期間等 
(1) 道路交通騒音の状況 
【現地調査】 

平日及び土曜日の各１日24時間とする。 
(2) 沿道の状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。 
(3) 道路構造の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。 
(4) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間と同様とする。 

工事関係車両の
走行時における
騒音の状況を把
握できる時期及
び期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音の予

測計算モデル(ASJ RTN-Model 2018)」により、等価騒音レベル
(LAeq)を予測する。 

一般的に騒音の
予測で用いられ
ている手法とし
た。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの

沿道とする。 

工事関係車両の
走行による影響
が想定される地
域とした。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点(1)道路交通騒音の状況」と同じ、現地調査を

実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点(沿道①
～③)する。 

工事関係車両の
走行による影響
が想定される地
点とした。 

９ 予測対象時期等 
工事計画に基づき、工事関係車両の小型車換算交通量※が最大

となる時期とする。 

工事関係車両の
走行による影響
を的確に把握で
きる時期とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

道路交通騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低
減されているかどうかを検討し、環境の保全についての配慮が適
正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境省告示第64号)

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか
を評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」及び「国又は
地方公共団体に
よる基準又は目
標との整合性の
検討」とした。 

 

  

                            
※
 小型車換算交通量とは、大型車1台の騒音パワーレベルが小型車4.47台（非定常走行区間）あるいは5.50

台（定常走行区間）に相当する（ASJ RTN-Model 2018：日本音響学会参照）ことから、大型車1台を小型車

4.47台あるいは5.50台として換算した交通量である。 
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第6.2-1表(3) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

建設機械の
稼働 

１ 調査すべき情報 
(1) 環境騒音の状況 
(2) 地表面の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64
号）に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)及び「騒
音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成27年）に基
づいて等価騒音レベル(LAeq)を測定し、調査結果の整理及び解析
を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び
人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外す
る。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中の存在
する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するた
め、マイクロホンには防風スクリーンを装着する。 

また、参考として、気象の状況（地上高1.2ｍの温度、湿度、
風向及び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

地表面(裸地・草地・舗装面等)の状況を目視等により調査する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境
影響を受けるお
それのある地域
とした。 

４ 調査地点 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業
実施区域及びその周囲の3地点(騒音①～③)とする。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

対象事業実施区
域周囲における
住宅等を対象と
した。 

５ 調査期間等 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

平日の昼間(6時～22時)に1回実施する。 
(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1)環境騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。 

建設機械の稼働
時における騒音
の状況を把握で
きる時期及び期
間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予

測計算モデル(ASJ CN-Model 2007)」により、等価騒音レベル(LAeq)
及び時間率騒音レベル(LA5)を予測する。 

一般的に騒音の
予測で用いられ
ている手法とし
た。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とす

る。 

建設機械の稼働
による影響が想
定される地域と
した。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点(1)環境騒音の状況」と同じ現地調査を実施す

る対象事業実施区域及びその周囲の3地点(騒音①～③)とする。 

建設機械の稼働
による影響が想
定される地点と
した。 

９ 予測対象時期等 
工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る環境影響

が最大となる時期とする。 

建設機械の稼働
による影響を的
確に把握できる
時期とした。 
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第6.2-1表(4) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

建設機械の
稼働 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内
で回避または低減されているかどうかを検討し、環境の保全につ
いての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境省告示第64号)

及び「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)に基づく特定建設機械
作業騒音に係る規制基準について、調査及び予測の結果との間に
整合性が図られているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」及び「国又は
地方公共団体に
よる基準又は目
標との整合性の
検討」とした。 
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第6.2-1表(5) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

施設の稼働 １ 調査すべき情報 
(1) 環境騒音の状況 
(2) 地表面の状況 
(3) 風況の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64
号）に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)及び「騒
音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成27年）及び
「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、
平成29年）に基づいて昼間及び夜間の等価騒音レベル(LAeq)及び
時間率騒音レベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を
行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人
の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。
なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中の存在する
音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マ
イクロホンには防風スクリーンを装着する。 

また、参考として、気象の状況（地上高1.2ｍの温度、湿度、
風向及び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

地表面(裸地・草地・舗装面等)の状況を目視等により調査する。 
(3) 風況の状況 
【現地調査】 

対象事業実施区域内に設置している風況観測塔のデータから、
「(1) 環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境
影響を受けるお
それのある地域
とした。 

４ 調査地点 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業
実施区域及びその周囲の3地点(騒音①～③)とする。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 
(3) 風況の状況 
【文献その他の資料調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業
実施区域内の1地点（風況観測塔）とする。 

対象事業実施区
域周囲における
住宅等を対象と
した。 
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第6.2-1表(6) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

騒
音 

施設の稼働 ５ 調査期間等 
(1) 環境騒音の状況 
【現地調査】 

2季節について、各72時間測定を実施する。 
(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の調査期間中に1回実施する。 
(3) 風況状況 
【文献その他の資料調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ期間の情報を収集す
る。 

騒音の状況を把
握できる時期及
び期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
音源の形状及び騒音レベル等を設定し、「ISO9613-2屋外にお

ける音の伝播減衰－一環的計算方法」により騒音レベルを予測す
る。 

なお、空気減衰としては、JIS Z 8738「屋外の音の伝播におけ
る空気吸収の計算」(ISO9613-1)に基づき、対象事業実施区域及
びその周囲の平均的な気象条件時に加え、空気吸収による減衰が
最小となるような気象条件時を設定する。 

一般的に騒音の
予測で用いられ
ている手法とし
た。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とす

る。 

施設の稼働によ
る影響が想定さ
れる地域とした。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点(1) 環境騒音の状況」と同じ現地調査を実施す

る対象事業実施区域周囲の3地点(騒音①～③)する。 

施設の稼働によ
る影響が想定さ
れる地点とした。 

９ 予測対象時期等 
発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大となる時期と

する。 

施設の稼働によ
る影響を的確に
把握できる時期
とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回
避または低減されているかどうかを検討し、環境の保全について
の配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」(環境省、平

成29年)について、調査及び予測の結果との間に整合性が図られ
ているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」及び「国又は
地方公共団体に
よる基準又は目
標との整合性の
検討」とした。 
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第6.2-1表(7) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

低
周
波
音
（
超
低
周
波
音
を
含
む
。
） 

施設の稼働 １ 調査すべき情報 
(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 
(2) 地表面の状況 

環境の現況として
把握すべき項目及
び予測に用いる項
目を選定した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 
【現地調査】 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平
成12年）に定められた方法によりG特性音圧レベル及び1/3オ
クターブバンド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行う。
測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンは地表
面付近に設置するとともに、防風スクリーンを装着する。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調
査する。 

一般的な手法とし
た。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

低周波音（超低周波
音を含む。）に係る
環境影響を受ける
おそれのある地域
とした。 

４ 調査地点 
(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 
【現地調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象
事業実施区域周囲及びその3地点(騒音①～③)とする。 

(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況」の現地調
査と同じ地点とする。 

対象事業実施区域
周囲における住宅
等を対象とした。 

５ 調査期間等 
(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 
【現地調査】 

2季節について、各季節に72時間測定を実施する。 
(2) 地表面の状況 
【現地調査】 

「(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況」の調査期
間中に1回実施する。 

低周波音（超低周波
音を含む。）の状況
を把握できる時期
及び期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
音源の形状及びパワーレベル等を設定し、点音源の距離減

衰式によりG特性音圧レベル及び1/3オクターブバンド音圧レ
ベルを予測する。なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考
慮しないものとする。 

一般的に低周波音
（超低周波音を含
む。）の予測で用い
られている手法と
した。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲

とする。 

施設の稼働による
影響が想定される
地域とした。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点 (1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状

況」と同じ現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周
囲の3地点(騒音①～③)する。 

施設の稼働による
影響が想定される
地点とした。 

９ 予測対象時期等 
発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大となる時

期とする。 

施設の稼働による
影響を的確に把握
できる時期とした。 
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第6.2-1表(8) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

騒
音 

低
周
波
音
（
超
低
周
波
音
を
含
む
。
） 

施設の稼働 10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による低周波音（超低周波音を含む。）に関す
る影響が、実行可能な範囲内で回避または低減されているか
を検討し、環境の保全についての配慮が適正になされている
かどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較 

超 低 周 波 音 の 心 理 的 ・ 生 理 的 影 響 の 評 価 レ ベ ル
(ISO-7196)と、調査及び予測の結果との間に整合性が図ら
れているかどうかを評価する。 

②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較 
「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(環境庁、平

成12年)に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、
調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどう
かを評価する。 

③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較 
文部省科学研究費「環境科学」特別研究：超低周波音の

生理・心理的影響と評価に関する研究班『昭和55年度報告
書１ 低周波音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に
記載される「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」と、調
査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか
を評価する。 

「環境影響の回避、
低減に係る評価」及
び「国又は地方公共
団体による基準又
は目標との整合性
の検討」とした。 
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第6.2-1表(9) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

振
動 

振
動 

工事用資材
等の搬出入 

１ 調査すべき情報 
(1) 道路交通振動の状況 
(2) 道路構造の状況 
(3) 交通量の状況 
(4) 地盤の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 道路交通振動の状況 
【現地調査】 

「振動規制法」（昭和51年法律第64号）に定められた振動レベ
ル測定方法(JISZ8735)に基づいて時間率振動レベル(L10)を測定
し、調査結果の整理及び解析を行う。 

(2) 道路構造の状況 
【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確
認及びメジャーによる測定を行う。  

(3) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)
一般交通量調査」（国土交通省、平成29年）等による情報の収集
し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 
調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

(4) 地盤の状況 
【現地調査】 

「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」(国土交通省
国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年)
に基づき、地盤卓越振動数を測定する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

振動に係る環境
影響を受けるお
それのある地域
とした。 

４ 調査地点 
(1) 道路交通振動の状況 
【現地調査】 

「第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係
車両の主要な走行ルート沿いの3地点(沿道①～③)とする。 

(2) 道路構造の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。  
(3) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの
沿道とする。 

【現地調査】 
「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(4) 地盤の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

工事関係車両の
走行ルートの沿
道地点を対象と
した。 
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第6.2-1表(10) 調査、予測及び評価の手法（大気環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

大
気
環
境 

振
動 

振
動 

工事用資材
等の搬出入 

５ 調査期間等 
(1) 道路交通振動の状況 
【現地調査】 

平日及び土曜日の各１日24時間とする。 
(2) 道路構造の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に1回実施する。  
(3) 交通量の状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間と同様とする。 
(4) 地盤の状況 
【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に1回実施する。 

工事関係車両の
走行時における
振動の状況を把
握できる時期及
び期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)(国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成25年)に
基づき、時間率振動レベル(L10)を予測する。 

一般的に振動の
予測で用いられ
ている手法とし
た。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの

沿道とする。 

工事関係車両の
走行による影響
が想定される地
域とした。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点(1)道路交通振動の状況」と同じ、現地調査を

実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの3地点(沿道①
～③)する。 

工事関係車両の
走行による影響
が想定される地
点とした。 

９ 予測対象時期等 
工事計画に基づき、工事関係車両の等価交通量※の合計が最大

となる時期とする。 

工事関係車両の
走行による影響
を的確に把握で
きる時期とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

道路交通振動に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低
減されているか検討し、環境の保全についての配慮が適正になさ
れているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 
「振動規制法施行規則」(昭和51年総理府令第58号)に基づく道

路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性が
図られているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」及び「国又は
地方公共団体に
よる基準又は目
標との整合性の
検討」とした。 

 

  

                            
※ 等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研

究所の提案式」を参考に、大型車1台を小型車13台として換算した交通量である。 
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第6.2-1表(11) 騒音及び超低周波音、振動調査地点の設定根拠 
調査地点 設定根拠 

沿道① 

・工事関係車両の主要な走行ルート沿いの住宅等が存在する地点とした。 沿道② 

沿道③ 

騒音① 
・対象事業実施区域の東側の風力発電機に近い地域とした。 
・周囲に住宅等が存在する。 

騒音② 
・対象事業実施区域の南東側の風力発電機に近い地域とした。 
・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。 
・周囲に住宅等が存在する。 

騒音③ 
・対象事業実施区域の南西側の風力発電機に近い地域とした。 
・風力発電機が視認される可能性のある範囲(可視領域)を考慮した。 
・周囲に住宅等が存在する。 
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第6.2-1図 大気環境の調査位置（騒音等）  
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第6.2-1表(12) 調査、予測及び評価の手法（水環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

水
環
境 

水
質 

水
の
濁
り 

造成等の施
工による一
時的な影響 

１ 調査すべき情報 
(1) 浮遊物質量及び流れの状況 
(2) 土質の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 浮遊物質量及び流れの状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整
理を行う。 

【現地調査】 
「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第

59号）に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調査結
果の整理を行う。また、JIS K 0094:1994に定められた方法に基
づいて流量を測定し、調査結果の整理を行う。 

(2) 土質の状況 
【現地調査】 

対象事業実施区域内で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験
(試料の調整はJIS A 1201:2009に準拠し、沈降実験はJIS M 
0201:2006に準拠する。)を行い、調査結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲の河川等とする。 

水の濁りに係る
環境影響を受け
るおそれのある
地域とした。 

４ 調査地点 
(1) 浮遊物質量及び流れの状況 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河
川等とする。 

【現地調査】 
「第6.2-2図(1) 水環境の調査位置(浮遊物質量及び流れの状

況)」に示す対象事業実施区域及びその周囲の6地点(水1～水6)
とする。 

(2) 土質の状況 
「第6.2-2図(2) 水環境の調査位置(土質)」に示す対象事業実

施区域内の4地点(土1～土4)とする。 

調査地域を代表
する地点とした。 
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第6.2-1表(13) 調査、予測及び評価の手法（水環境）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

水
環
境 

水
質 

水
の
濁
り 

造成等の施
工による一
時的な影響 

５ 調査期間等 
(1) 浮遊物質量及び流れの状況 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

各季節各1回(平水時)行う。また、降雨時に1回に1回行う。 
(2) 土質の状況 
【現地調査】 

土壌の採取は1回行う。 

造成等の施工時
における水の濁
りの状況を把握
できる時期及び
期間とした。 

６ 予測の基本的な手法 
「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」(面整備事業環境

影響評価研究会、平成11年)に基づき、水面積負荷より沈砂池の
排水口における排水量及び浮遊物質量を定量的に予測する。次
に、沈砂池の排水に関して、土壌浸透に必要な距離を、
Trimble&Sartz(1957)が提唱した「重要水源地における林道と水
流の間の距離」を基に定性的に予測し、沈砂池からの排水が河川
へ流入するか否かを推定する。 

沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合、対象とな
る河川について「5 調査期間等」に示す調査結果を踏まえて完全
混合モデルにより浮遊物質量を予測※する。 

一般的に水の濁
りの予測で用い
られている手法
とした。 

７ 予測地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

造成等の施工に
よる一時的な影
響が想定される
地域とした。 

８ 予測地点 
対象事業実施区域内において設置する沈砂池の排水口を集水

域に含む河川とする。 

造成等の施工に
よる一時的な影
響が想定される
地点とした。 

９ 予測対象時期等 
工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とする。 

造成等の施工に
よる一時的な影
響を的確に把握
できる時期とし
た。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

水の濁りに関する影響が、実行可能な範囲内で回避または低減
されているか検討し、環境の保全についての配慮が適正になされ
ているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」及び「国又は
地方公共団体に
よる基準又は目
標との整合性の
検討」とした。 

 

                            
※ 沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下の

とおりである。 

・降雨量：対象事業実施区域及びその周囲における、降雨時調査の地域気象観測所等の時間最大降雨量を

使用する。 

・沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量：「新訂版 ダム建設工事における濁水処理」（財団法人日本ダ

ム協会、平成12年）に記載される開発区域における初期浮遊物質量（1,000～3,000mg/L）を参

考に、平均値である2,000mg/Lとする。 

・流出係数：「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」（宮城県環境生活部自然保護課、平成２６年２

月）より1.0（裸地、浸透能小）とする。1.0は降雨が浸透せず、全量が地表面を硫化する条件

である。 
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第6.2-1表(14) 水環境の調査地点の設定根拠（浮遊物質量及び流れの状況） 

調査地点 河川 設定根拠 

水1 田沢 

工事関係車両の主要な走行ルートである林道宇土沼線については、道
路幅が狭く拡幅等の工事を行う可能性がある。このため、当該ルート
に近接する田沢において、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれが
あり、調査員が安全にアクセス可能な地点とした。 

水2 澄川 
風力発電機の設置位置に近接する澄川において、水の濁りに係る環境
影響を受けるおそれがあり、調査員が安全にアクセス可能な地点とし
た。 

水3 岩谷沢 
風力発電機の設置位置に近接する岩谷沢において、水の濁りに係る環
境影響を受けるおそれがあり、調査員が安全にアクセス可能な地点と
した。 

水4 桧沢 
風力発電機の設置位置に近接する桧沢において、水の濁りに係る環境
影響を受けるおそれがあり、調査員が安全にアクセス可能な地点とし
た。 

水5 長沼沢 
風力発電機の設置位置に近接する二ツ石ダム上流の長沼沢において、
水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあり、調査員が安全にアク
セス可能な地点とした。 

水6 二ツ石川 
風力発電機の設置位置が集水域に含まれ、水の濁りに係る環境影響を
受けるおそれがある二ツ石ダムの下流で、調査員が安全にアクセス可
能な地点とした。 

注：調査地点は、安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所とした。 

 

第6.2-1表(15) 水環境の調査地点の設定根拠（土質） 

調査地点 設定根拠 

土1 
土壌分類図より対象事業実施区域に広く分布している黒ボク土壌と想定
され、調査員の立ち入りが可能な地点とした。 

土2 
土壌分類図より対象事業実施区域に広く分布している淡色黒ボク土壌と
想定され、調査員の立ち入りが可能な地点とした。 

土3 
土壌分類図より対象事業実施区域に広く分布している乾性褐色森林土壌
（赤褐系）と想定され、調査員の立ち入りが可能な地点とした。 

土4 
土壌分類図より対象事業実施区域に広く分布している褐色森林土壌（赤
褐系）と想定され、調査員の立ち入りが可能な地点とした。 
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第6.2-2図(1) 水環境の調査位置(浮遊物質量及び流れの状況) 
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第6.2-2図(2) 水環境の調査位置(土質) 
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第6.2-1表(16) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 風車の影）  

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 
環境要
素の区

分 

環境要因の
区分 

そ
の
他
の
環
境 

そ
の
他 

風
車
の
影 

施設の稼働 １ 調査すべき情報 
(1) 土地利用の状況 
(2) 地形の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
【文献その他の資料調査】 

地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行
う。 

【現地調査】 
現地を踏査し、土地利用や地形、建物の配置や植栽等の状況を

把握する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

風車の影に係る
環境影響を受け
るおそれのある
地域とした。 

４ 調査地点 
調査地域内の風力発電機設置位置に近い住宅等とする。 

対象事業実施区
域周囲における
住宅等を対象と
した。 

５ 調査期間等 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

年1回の調査とし、土地利用の状況及び地形の状況が適切に把
握できる時期とする。 

風力発電機の稼
働による風車の
影の状況を把握
できる時期とし
た。 

６ 予測の基本的な手法 
太陽の高度・方位及び発電設備の高さ等を考慮し、ブレードの

回転によるシャドーフリッカーの影響時間(等時間日影図)を、シ
ミュレーションにより定量的に予測する。 

一般的に風車の
影の予測で用い
られている手法
とした。 

７ 予測地域 
各風力発電機から2kmの範囲※とする。 

施設の稼働によ
る影響が想定さ
れる地域とした。 

８ 予測地点 
予測地域内の住宅等とする。 

施設の稼働によ
る影響が想定さ
れる地点とした。 

９ 予測対象時期等 
すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とする。 
なお、予測は、年間、冬至、夏至及び春分・秋分とする。 

施設の稼働によ
る影響を的確に
把握できる時期
とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行う場合に
は、その結果を踏まえ、対象事業の実施に係る風車の影に関する
影響が、実行可能な範囲内で回避または低減されているか検討
し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを
評価する。 
※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、

ドイツにおける指針値（実際の気象条件等を考慮しない場合、
年間30時間かつ1日最大30分を超えない）を参考に、環境影響
を回避又は低減するための環境保全措置の検討がなされてい
るかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 

 

                            
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」(環境省総合環境政策局、平成25年)における、海外

のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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第6.2-3図 風車の影の調査予測地域 
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第6.2-1表(17) 調査、予測及び評価の手法（動物）  

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

動
物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地(

海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く)

 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

１ 調査すべき情報 

（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物

に関する動物相の状況 
（2）重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 

（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類、底生動物に

関する動物相の状況 

【既存資料調査】  

対象事業実施区域及びその周囲に生息する動物に関する既存

資料を整理する。 

【現地調査】 

現地調査は、以下の方法により行う。各調査項目の調査内容

及び方法は、第6.2-1表（21）～（22）に示すとおりである。 

①哺乳類 

・哺乳類（コウモリ類以外） 

フィールドサイン調査、直接観察調査、小型哺乳類捕獲調

査（シャーマントラップ法）、自動撮影調査 

・哺乳類（コウモリ類） 

捕獲調査（ハープトラップ法、かすみ網）、夜間任意調査

（バットディテクター調査及びサーチライト調査）、音声モ

ニタリング調査 

②鳥類 

・一般鳥類 

なわばり区画法による調査、任意観察調査、夜間調査（IC

レコーダーを使用したミゾゴイ、フクロウ類等の鳥類）及び

スポットセンサス調査 

・希少猛禽類 

定点観察法 

・渡り鳥 

定点観察法（帯状区画法） 

③爬虫類 

直接観察調査 

④両生類 

直接観察調査 

⑤昆虫類（クモ類等含む） 

一般採集調査（スウィーピング法、ビーティング法、見つ

け採り法）、ベイトトラップ法もしくはピットフォールトラ

ップ法（以下、「ベイトトラップ法等」という）、ライトト

ラップ法 

⑥魚類 

捕獲調査（定置網、投網、タモ網、サデ網、セルびん等） 

⑦底生動物（淡水産貝類含む） 
採集調査（定性採集：タモ網等）  

（2）重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

【既存資料調査】  

対象事業実施区域及びその周囲に生息する動物に関する既存

資料を整理する。 

【現地調査】  
動物相の状況の現地調査結果から、重要な種の生息状況及び

生息環境の状況、注目すべき生息地の情報を整理する。 

各項目の調査の

手法は、これら

の状況を把握で

きる一般的に広

く用いられてい

る手法とした。 
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第6.2-1表(18) 調査、予測及び評価の手法（動物）  

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

動
物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地(

海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く)

 

造成等の施 

工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 
 

３ 調査地域 

【既存資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

動物相については、対象事業実施区域及びその周囲の環境特

性等を踏まえ、「道路環境影響評価の技術手法」（平成24年度版）

において目安とされている、対象事業実区域から250m程度の範囲

を基本とした。 
希少猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」に

おいて、クマタカの非営巣期の高利用域の半径1.5km程度を包含
する1.5kmの範囲を基本とした。また、魚類・底生動物について
は、流域を踏まえて対象事業実施区域及びその周囲の河川及び
水域等とした。 

動物に係る環境
影響を受ける恐
れのある地域と
した。 

 

４ 調査地点 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類及び底生動物に関する動

物相の状況 

【既存資料調査】 

調査地域と同様とする。 

【現地調査】 

動物の生態特性及び対象事業実施区域及びその周囲の地形や

植生等の環境特性を考慮した調査地点及び調査ルートとする。 

各項目の調査地点の設定根拠は、第6.2-1表（23）～(29)に示

すとおりである。 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環

境の現況 

【既存資料調査】 

調査地域と同様とする。 

【現地調査】 

「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況」の現地調査地点に準じる。希少猛禽類及び

渡り鳥については、対象事業実施区域の上空を含めて広範囲に

飛翔する可能性があることから、同区域から約1.5km程度の範囲

とする。 

対象事業実施区
域及びその周囲
とした。 

５ 調査期間等 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類及び底生動物に関する動

物相の状況 

【既存資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①哺乳類 

・哺乳類（コウモリ類以外） 

 フィールドサイン調査、直接観察調査：4季（春季、夏季、秋

季、冬季）各1回 

 小型哺乳類捕獲調査（シャーマントラップ法）及び自動撮影

調査：3季（春季、夏季、秋季）各1回 

・哺乳類（コウモリ類） 

 捕獲調査（ハープトラップ法、かすみ網）、夜間任意調査（バ

ットディテクター調査及びサーチライト調査）：5～10月の間で

5回程度 

 音声モニタリング調査：5～10月継続録音 
 

動物の生息特性
に応じて適切な
時期及び期間と
した。 
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第6.2-1表(19) 調査、予測及び評価の手法（動物）  

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

動
物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地(

海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く)

 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

②鳥類 

・一般鳥類 

なわばり区画法による調査：初夏季1回 

任意観察調査：4季（春季、初夏季、秋季、冬季）各1回  

夜間調査：3季（春季、初夏季、秋季）各1回 

スポットセンサス調査：3季（春季、初夏季、秋季）各1回 

・希少猛禽類 

定点観察法：繁殖期2回、非繁殖期1回、各月1回3日間 

・渡り鳥 

定点観察法（帯状区画法）：9月下旬、10月上中下旬、11月上中

旬、1月中旬、2月上中下旬、3月上中下旬の計13回、各回2日間） 

③爬虫類 

 直接観察調査：3季（春季、夏季、秋季）各1回 

④両生類 

 直接観察調査：4季（早春季、春季、夏季、秋季）各1回 

⑤昆虫類 

 一般採集調査：4季（春季、初夏季、夏季、秋季）各1回 

  ベイトトラップ法等：3季（春季、夏季、秋季）各1回 

 ライトトラップ法：3季（春季、夏季、秋季）各1回 

⑥魚類 

 捕獲調査：3季（春季、夏季、秋季）各1回 

⑦底生動物 

 採集調査（タモ網等）：2季（春季、夏季）各1回 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環

境の現況 

【既存資料調査】 

調査地域と同様とする。 

【現地調査】 
「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況」の現地調査地点に準じる。 

 

６ 予測の基本的な手法 

既存資料調査及び現地調査の結果を踏まえ、重要な種の生息環

境と本事業による改変区域の重ね合わせ、並びに環境保全措置の

内容から、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響の程度

を予測する。 

生息環境の改変については、植生の改変面積を算出することに

より、改変の程度を定量的に予測する。 

希少猛禽類等のブレード・タワー等への接近・衝突については、

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環

境省、平成27年修正版）等に基づき、定量的に予測する。 

 ○動物相への影響要因（例） 

影響要因 

哺
乳
類 

鳥
類 

爬
虫
類 

両
生
類 

昆
虫
類 

魚
類 

底
生
動
物 

改変による生息地の減少 ○ ○ ○ ○ ○   

移動経路の遮断・阻害 ○ ○ ○ ○    

ブレード等への接近・接触 ○ ○      

騒音による生息環境の悪化 ○ ○      

騒音による餌資源の減少  ○      

工事関係車両への接触 ○  ○ ○    

濁水の流入による生息環境

の悪化 
   ○ ○ ○ ○ 

 

重要な種及び注
目すべき生息地
への影響の種類
に応じて、環境
影響の量的また
は質的な変化の
程度を推定する
手法とした。 
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第6.2-1表(20) 調査、予測及び評価の手法（動物）  

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

動
物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地(

海
域
に
生
息
す
る
も
の
を

除
く)

 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

 

○動物相への環境保全措置（例） 

・事業実施による改変は必要最小限化 

・樹木の伐採は必要最小限化 

・裸地部の早期緑化 

・濁水の流出防止 

・低騒音型の建設機械の使用 等 
 

 

７ 予測地域 
調査地域のうち、重要な種及び注目すべき生息地又は分布する

地域とする。 

動物に係る環境

影響を受けるお

それがある地域

とした。 

８ 予測対象時期等 
造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時

期及び発電所の運転が定常状態となる時期とする。 

動物に係る環境
影響を受けるお
それがある時期
とした。 

９ 評価の手法 
調査及び予測の結果に基づいて、重要な種及び注目すべき生息

地に係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されてい
るかを検討し、環境保全についての配慮が適正になされているか
を検討する。 

「発電所に係る
環境影響評価の
手引」に記載さ
れている手法と
した。 

 

第6.2-1表(21) 調査、予測及び評価の手法(動物) 

項 目 調査手法 調査手法の概要 

哺乳類 

（コウモリ

類以外） 

フィールドサイン調査 

直接観察調査 

調査地域を踏査し、哺乳類の足跡、糞、食痕等の痕跡（フィールドサ

イン）及び個体の目視により確認した種及び位置を記録する。 

小型哺乳類捕獲調査 

（シャーマントラップ

法） 

調査地点にシャーマントラップ（1 地点あたり 20 個）を設置し、ネズ

ミ類、モグラ類等の小型哺乳類の捕獲を行う。捕獲した個体について

は、種の判定の根拠となるよう、体長、尾長、後肢長等を記録する。 

自動撮影調査 
調査地点に自動撮影カメラを設置し、無人撮影による哺乳類の確認を

行う。撮影された画像により、確認した種を記録する。 

哺乳類 

（コウモリ

類） 

捕獲調査 

（ハープトラップ法、

かすみ網） 

ハープトラップ及びかすみ網（日没後 3 時間程度）を用いて、コウモ

リ類の捕獲を行う。捕獲したコウモリ類は傷つけないよう、適宜捕獲

個体の確認を行う。 

夜間任意調査 

日没後に調査地域を踏査し、バットディテクターを用いたコウモリ類

の音声調査及び目視確認調査を実施する。また、サーチライト調査は、

出産哺育期を避け、夏季から秋季のコウモリ類の移動する時期に日没

後、調査地域の任意の地点において、LED 仕様のサーチライトで上空

を照らし、飛翔しているコウモリ類を目視確認する。 

音声モニタリング調査 

風況観測塔にフルスペクトラム方式の超音波録音機（SM4BAT など）を

設置し、コウモリ類が発する音声データを取得する。集音マイクの設

置高さは風車回転域の飛翔状況を確認するため、地上高約 50m 程度に

設置するとともに、地上高 30m 以下にも集音マイクを設置し、林内及

び樹冠付近を飛翔するコウモリ類の音声録音を行う。録音時間は、日

没後～日の出までの時間帯とする。取得した音声データをもとに、コ

ウモリ類の出現時期及び出現時間帯、出現時の風速データについて分

析を行う。 
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第6.2-1表(22) 調査、予測及び評価の手法(動物) 

項 目 調査手法 調査手法の概要 

鳥類 

（一般 

鳥類） 

なわばり区画法による

調査 

調査地点として風車建設予定地の尾根付近の広葉樹林に 3 箇所、針葉

樹林に 3 箇所、対象区として風車建設予定の尾根から 300m 以上離れた

位置に広葉樹林 3 箇所、針葉樹林 3 箇所を設定する。設定した各箇所

で 100m 四方の区画を 9 区画配置し、各区画で 10 分間に出現する種の

飛翔高度を記録する。各区画の調査は早朝から 3 回実施する。なお、

区画外でも出現した鳥類は記録する。調査時期は繁殖期間に 2 回（2

回目は 1 回目と逆回り）実施する。また、同様の調査は事後調査にお

いても実施することとする。 

任意観察調査 
調査地域を踏査し、目視または鳴き声により確認した鳥類の種名、位

置、飛翔が確認された種については飛翔高度も併せて記録する。 

夜間調査 

フクロウ類やヨタカ、ミゾゴイ等の夜行性鳥類を対象とし、調査地域

内を踏査するとともに、IC レコーダーを調査地域内に設置し、鳴き声

を記録する。 

スポットセンサス調査 

設定した調査定点から確認できる範囲において、20 分程度の時間内に

出現する鳥類の種名、個体数、飛翔高度、出現時間及びその位置を記

録する。 

鳥類 

（希少猛禽

類） 

定点観察法 

調査は設定した各定点に調査員を１名ずつ配置し、トランシーバーで

交信しながら、双眼鏡（8～10 倍程度）、望遠鏡（20～60 倍程度）で

個体の追跡を行う。対象となる猛禽類を発見した際には、確認時間、

位置、飛行軌跡、個体の特徴、行動、飛行高度等を記録し、繁殖情報

の絞り込みを行うほか、行動圏や繁殖生態等の把握に努める。 

調査定点は、調査範囲を取り囲むように、見晴らしの良い地点に 6 地

点程度設定するが、猛禽類の出現状況に応じて調査定点の移動、新規

地点の追加、移動観察等、適宜対応する。 

鳥類 

（渡り鳥） 
定点観察法 

東西方向に 500m、南北方向に 100m 程度の帯状区を設定し、その範囲

を飛翔する鳥類について、種名、飛翔高度、個体数を記録する。帯状

区の大きさについては、現地の状況や鳥類の飛来状況に応じて、適宜

変更する。面積が確保できない場合は、同じ比率で縮小する。なお、

帯状区以外で出現した鳥類についても記録する。 

爬虫類 直接観察調査 
調査地域を任意に踏査し、個体の目視の他、死体、抜け殻等の痕跡等

により確認した種を記録する。 

両生類 直接観察調査 
調査地域を任意に踏査し、個体の目視の他、卵隗、卵嚢、幼生、鳴き

声等により確認した種を記録する。 

昆虫類 一般採集調査 調査地域の植生を考慮して踏査し、スウィーピング法、ビーティング

法、見つけ採り法などにより昆虫類を採集する。また、目視や鳴き声

により確認種を記録する。 

ベイトトラップ法等 ベイトトラップ法は誘引餌を入れたプラスチックコップを 1 地点あた

り 20 個地中に埋めて 1 晩設置し、その中に落ちる地表徘徊性昆虫類等

を採集する。誘引餌には、乳酸菌飲料と焼酎等の混合液を用いる。ピ

ットフォールトラップ法はベイトトラップ法で使用する誘引物を入れ

ない方法であり、獣類による影響が少ない。現地の状況に応じてどち

ら方法にするか選択することとする。 

ライトトラップ法 ボックス式ライトトラップを 1 地点あたり、1 台を 1 晩設置し、照明

に誘引される昆虫類を採集する。なお、調査日は、月齢に留意して設

定する。 

魚類 捕獲調査 定置網、投網、タモ網、サデ網、セルびん等を用いた捕獲調査を行い、

確認した魚類の種名、個体数を記録する。 

底生動物 採集調査 

（タモ網等） 

タモ網等を用いて底生動物を採集する。捕獲した底生動物は、10%ホル

マリン液で固定した後、室内にて顕微鏡同定する。 
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第6.2-1表(23) 小型哺乳類調査地点（捕獲調査及び自動撮影調査）の設定根拠 

地 点 環境の概況（植生） 設定根拠 

№1 カラマツ植林 対象事業実施区域及びその周囲に生息する哺乳類の生息状

況を把握するため、主な環境（植生）に設定。 №2 ススキ群団 

№3 コナラ群落 

№4 ヨシクラス 

№5 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№6 コナラ群落 

№7 アカマツ群落 

№8 タニウツギ・ノリウツギ群落 

№9 アカマツ群落 

№10 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№11 放棄水田雑草群落 

№12 アカマツ植林 

№13 伐採跡地群落 

注）環境（植生）については、現存植生図（環境省）をもとにしたが、適宜、現地の植生状況を踏まえて、設定する。 

 

第6.2-1表(24) 哺乳類（コウモリ類）調査地点の設定根拠 

調査手法 地 点 環境の概況 設定根拠 

捕獲調査 
№.1 

ジュウモンジシダ-

サワグルミ群落 

周囲に沢があり、樹林に生息するコウモリ類を確認するため

に設定。 

№.2 コナラ群落 樹林に生息するコウモリ類を確認するために設定。 

№.3 伐採跡地群落 周辺の樹林に生息するコウモリ類を確認するために設定。 

№.4 
ジュウモンジシダ-

サワグルミ群落 

周囲に沢があり、樹林に生息するコウモリ類を確認するため

に設定。 

№.5 
スギ・ヒノキ・サワ

ラ植林 

周囲に沢があり、樹林に生息するコウモリ類を確認するため

に設定。 

音声モニタ

リング調査 
№.6 ススキ群団 

対象事業実施区域内の北側に位置し、風車回転域付近を飛翔

するコウモリ類を確認するために設定。 

№.7 コナラ群落 
対象事業実施区域内の南西側に位置し、樹林内及び樹冠付近

を飛翔するコウモリ類を確認するために設定。 

注）環境（植生）については、現存植生図（環境省）をもとにしたが、適宜、現地の植生状況を踏まえて、設定する。 
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第6.2-1表(25) 一般鳥類調査地点の設定根拠 

調査手法 地 点 環境の概況（植生） 設定根拠 

なわばり区画

法による調査 

№.1 広葉樹林 対象事業実施区域内の風車設置予定

の尾根付近の広葉樹（№1～№3）及

び針葉樹（№4～№6）、対象区とし

て風車設置予定付近から 300m 程度

離れた広葉樹（№7～9）及び針葉樹

（№10～12）を設定。 

№.2 広葉樹林 

№.3 広葉樹林 

№.4 針葉樹林 

№.5 針葉樹林 

№.6 針葉樹林 

№.7 広葉樹林 

№.8 広葉樹林 

№.9 広葉樹林 

№.10 針葉樹林 

№.11 針葉樹林 

№.12 針葉樹林 

夜間調査 

（IC レコー

ダー） 

№.13 ジュウモンジシダ-サワグルミ群落 夜間調査（IC レコーダー設置地点）

は、ミゾゴイを対象とした沢沿いの

2 ヶ所（№.13 と№.14）、フクロウ

類を対象とした樹林環境の 1 か所

（№.15）とした。 

№.14 オニグルミ群落 

№.15 コナラ群落 

スポットセン

サス調査 
№.16 湿生植物群落 

№.16,№.17 の 2 ヶ所の湿生植物群

落は、県審査会の委員から、オオジ

シギ、ヒクイナ、ヨシゴイ等の生息

の可能性のご指摘を受けて設定。 
№.17 湿生植物群落 

注）環境（植生）については、現存植生図（環境省）をもとにしたが、適宜、現地の植生状況を踏まえて、設定する。 

 

第6.2-1表(26) 希少猛禽類調査地点（定点観察法）の設定根拠 

地 点 設定根拠 

№.1 対象事業実施区域外の北西側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.2 対象事業実施区域外の西側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.3 対象事業実施区域外の南西側の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.4 対象事業実施区域外の北側の丘陵地の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.5 対象事業実施区域の西側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.6 対象事業実施区域の西側の丘陵地の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.7 対象事業実施区域外の南側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.8 対象事業実施区域の中央部の丘陵地の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.9 対象事業実施区域の中央の谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.10 対象事業実施区域外の北東側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.11 対象事業実施区域の東側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.12 対象事業実施区域の中央南側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.13 対象事業実施区域の南東側の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.14 対象事業実施区域外の南側の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

№.15 対象事業実施区域外の東側谷部の希少猛禽類の生息状況を把握するために設定。 

注）基本的には6地点程度を設定するが、希少猛禽類の出現状況や天気（特に降雪）に応じて調査定点を移動、あるいは

新規地点の設定、移動観察等を適宜実施する。 
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第6.2-1表(27) 渡り鳥類調査地点（定点観察法）の設定根拠 

地 点 設定根拠 

№.1 対象事業実施区域外の西側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.2 対象事業実施区域外の南西側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.3 対象事業実施区域の中央部周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.4 対象事業実施区域外の南側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.5 対象事業実施区域の中央部周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.6 対象事業実施区域の東側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.7 対象事業実施区域外の南側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.8 対象事業実施区域外の北東側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

№.9 対象事業実施区域外の東側周辺の渡り状況を把握するために設定。 

注）基本的には5地点程度を設定するが、飛来状況や天気（特に降雪）に応じて調査定点を移動、あるいは新規地点の設

定を適宜実施する。 

第6.2-1表(28) 昆虫類調査地点（ベイトトラップ法及びライトトラップ法）の設定根拠 

調査手法 
地 点 環境の概況（植生） 設定根拠 

ベイトトラップ法 ライトトラップ法 

○  №.1 放棄水田雑草群落 対象事業実施区域及

びその周囲に生息す

る昆虫類の生息状況

を把握するため、主な

環境（植生）に設定。 

○  №.2 ススキ群団 

○  №.3 伐採跡地群落 

○  №.4 タニウツギ・ノリウツギ群落 

○  №.5 ヨシクラス 

○ ○ №.6 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

○ ○ №.7 アカマツ群落 

○ ○ №.8 アカマツ植林 

○ ○ №.9 コナラ群落 

○ ○ №.10 アカマツ群落 

○ ○ №.11 カラマツ植林 

○ ○ №.12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

○ ○ №.13 コナラ群落 

 ○ №.14 湿生植物群落（ウトウ沼） 

 ○ №.15 湿生植物群落（ウド沼） 

第6.2-1表(29) 魚類及び底生動物調査地点の設定根拠 

調査手法 地 点 設定根拠 

捕 獲 調 査
及 び 定 性
採集調査 

№.1 対象事業実施区域南東側を流れる田沢における生息状況を把握する。 地形の改変に
より濁水の影
響を受ける可
能性のある水
域の魚類や底
生動物の生息
状況を把握す
るため、対象
事業実施区域
及びその周囲
の水域に、流
域界を考慮し
設定。 

№.2 
対象事業実施区域東側を流れる澄川下流における生息状況を把握す
る。 

№.3 
対象事業実施区域東側を流れる澄川上流における生息状況を把握す
る。 

№.4 
対象事業実施区域中央から南側へ流れる岩谷沢における生息状況を把
握する。 

№.5 
対象事業実施区域中央から南側へ流れる桧沢における生息状況を把握
する。 

№.6 
対象事業実施区域南西側を流れる二ツ石川における生息状況を把握す
る。 

№.7 対象事業実施区域西側を流れる長沼沢における生息状況を把握する。 

№.8 対象事業実施区域北東側のウド沼における生息状況を把握する。 

№.9 対象事業実施区域西側のウトウ沼における生息状況を把握する。 
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第6.2-1表(30) 調査時期の設定根拠 

調査項目 調査時期 調査時期の設定理由 

哺乳類 春季（4～5月頃） 冬眠する種が目覚め、草食動物が新芽を食べる時期で活動

が活発になる時期であることから設定。 

夏季（7月頃） 捕食生物が多くなる時期で活動が活発になる。また、幼獣

が確認される時期であることから設定。 

秋季（10月頃） 草本類が枯れ始め、痕跡が確認しやすいことから設定。 

冬季（１～2月頃） 草本類の冬枯れにより、目撃や痕跡の確認が容易であり、

雪上での痕跡も確認しやすいことから設定。 

哺乳類 

（ コ ウ モ

リ類） 

捕獲調査 春季（4～5月頃） 冬眠から目覚め活動が活発になる時期であることから設

定。 

夏季（6～7月頃） 出産後の幼獣が飛翔を始める時期であり、餌となる昆虫類

が多い時期で、活動が活発になることから設定。 

秋季（9月頃） コウモリ類の移動が始まる時期であることから設定。 

夜間任意調

査 

春季～秋季 

（5～10月頃） 

捕獲調査の設定理由に準じる。 

音声モニタ

リング調査 

春季～秋季 

（5～10月頃） 

活動が活発になる時期であることから設定。 

鳥類 春季（3～5月） 春の渡りの時期の鳥類相を把握するのに適した時期である

ことから設定。 

初夏季（６月） 繁殖期の鳥類相を把握するのに適した時期であることから

設定。 

秋季（9～10月） 秋の渡りの時期の鳥類相を把握するのに適した時期である

ことから設定。 

冬季（12月～2月） 越冬期の鳥類相を把握するのに適した時期であることから

設定。 

希少猛禽類 通年（1～12月） 当該地域ではクマタカを想定し、繁殖期2回、非繁殖期1回

の調査を通年で設定。 

渡り鳥 春季（2～3月） ガンカモ類の北帰行の時期であることから設定。 

秋季（9月） 猛禽類のサシバやハチクマ、小鳥類の渡りの時期であるこ

とから設定。 

秋季（10月） 猛禽類のサシバやハチクマ、小鳥類の渡りの時期であり、

越冬するガンカモ類の飛来時期であることから設定。 

秋季（11月） 越冬するガンカモ類の飛来時期であることから設定。 

冬季（1月） 越冬するガンカモ類の日周の飛翔状況を把握するため設

定。 

爬虫類 春季（4～5月頃） 冬眠から目覚め活動を始める時期であることから設定。 

夏季（7月頃） 活動が最も活発になる時期であることから設定。ただし、

盛夏の日中は避けることとする。 

秋季（9～10月頃） トカゲ類やヘビ類の幼体が確認される時期であることから

設定。 

両生類 早春期（4月上～

中旬頃） 

サンショウウオ類が産卵を始める時期であることから設

定。 

春季（4月下旬～5

月頃） 

多くのカエル類の産卵が始まる時期であることから設定。 

夏季（7月頃） 梅雨明け前後の時期であり、サンショウウオの幼生が確認

され、両生類の活動が活発になる時期であることから設定。 

秋季（9～10月頃） 幼体や成体の活動が活発になる時期であることから設定。 
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第6.2-1表(31) 調査時期の設定根拠 

調査項目 調査時期 調査時期の設定理由 

昆虫類 早春期（4月上～

中旬頃） 

早春季に出現する昆虫類（ヒメギフチョウ等）の確認に適

していることから設定。 

春季（5月頃） 春季に出現する昆虫類の確認に適していることから設定。 

夏季（7月頃） 梅雨明け前後の時期であり、気温が上昇し、昆虫類の活動

が活発になることから設定。 

秋季（9月頃） 平地へ移動するトンボ類の確認やバッタ類の鳴き声による

確認ができることから設定。 

魚類 春季（4～5月） 水温の上昇期で、魚類の活動が活発になり捕獲が容易で、

生息確認に都合が良い。コイ科、ドジョウ科等、多くの淡

水魚の産卵期であり、産卵場や生態が確認できることから

設定。 

夏季（6～7月頃） 淡水魚の捕獲に最適であり、稚魚の移動も確認できること

から設定。 

秋季（9～10月頃） 秋産卵の淡水魚は少ないが、オイカワ、カワムツ等の長期

産卵魚の生態や多くの淡水魚の移動が確認できる。また、

サケ、マスの産卵も確認できることから設定。 

底生動物 春季（4月） 河川の水温が上昇し、底生動物の活動が活発になる時期で

あり、採集される個体は終齢幼虫が多いことが期待される

ため同定が比較的容易であることから設定。 

夏季（7月頃） 夏から秋にかけて羽化する水生昆虫類が終齢近くになり、

確認及び同定がしやすくなることから設定。 
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第6.2-4図(1) 動物の調査位置(哺乳類：コウモリ類以外)
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第6.2-4図(2) 動物の調査位置(哺乳類：コウモリ類)  
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第6.2-4図(3) 動物の調査位置(鳥類)  
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第6.2-4図(4) 動物の調査位置(鳥類：希少猛禽類)  
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第6.2-4図(5) 動物の調査位置(鳥類：渡り鳥)  
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第6.2-4図(6) 動物の調査位置(爬虫類・両生類)  
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第6.2-4図(7) 動物の調査位置(昆虫類)  
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第6.2-4図(8) 動物の調査位置(魚類・底生動物) 
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第6.2-1表(32) 調査、予測及び評価の手法(植物) 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

植
物 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落(

海
域
に
生
育
す
る
も
の
を
除
く)

 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

１ 調査すべき情報 
(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 
(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状

況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 

（1）種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【既存資料調査】  

対象事業実施区域及びその周囲に生育する植物に関する既存

資料を整理する。 

【現地調査】 

①植物相 

直接観察調査 

②植生 

植生分布調査、ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調

査法によるコドラート調査 

（2）重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の

状況 

【既存資料調査】  

対象事業実施区域及びその周囲に生育する植物に関する既存

資料を整理する。 

【現地調査】  
植物相及び植生の現地調査結果から、重要な種の生育状況及

び重要な群落の分布状況を整理する。 

各項目の調査の

手法は、これらの

状況を把握でき

る一般的に広く

用いられている

手法とした。 
 

３ 調査地域 

【既存資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 
対象事業実施区域及びその周辺約250mの範囲を基本とする。 

植物相及び植生
の調査範囲は、
「道路環境影響
評価の技術手法」
（平成24年度版）
において目安と
されている、対象
事業実区域から
250m程度の範囲
を基本とした。 
現地調査地点は、
地形や植生等の
環境特性を勘案
し、設定した。 

４ 調査地点 

【既存資料調査】 

調査地域と同様とする。 

【現地調査】 

①植物相 

対象事業実施区域及び周囲約250mの範囲を基本とする。（第

6.2-5図参照）また、対象事業実施区域に隣接する湿生植物群

落（ウトウ沼の湿生植物群落、ウド沼の湿生植物群落）にも

留意して調査を実施する。 

②植生 

対象事業実施区域及び周囲約250mの範囲を基本とする。（第

6.2-5図参照） 
コドラート調査地点の設定根拠は、第6.2-1表(34)に示すと

おりである。なお、調査地点については、現地の状況で適宜
追加するものとする。 

５ 調査期間等 

【既存資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①植物相 

直接観察調査：4季（春季、初夏季、夏季、秋季）各1回 

②植生 

植生分布調査、コドラート調査：夏季から秋季にかけて1回 

植物相及び重要
な種、植生及び重
要な群落の生育
状況及び生育環
境を把握できる
時期とした。 
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第6.2-1表(33) 調査、予測及び評価の手法(植物) 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

植
物 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落(

海
域
に
生
育
す
る
も
の
を
除
く)

 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

６ 予測の基本的な手法 

既存資料調査及び現地調査の結果を踏まえ、重要な種及び重要

な植物群落と本事業による改変区域の重ね合わせ、並びに環境保

全措置の内容から、重要な種及び重要な植物群落に係る環境影響

の程度を予測する。予測は施工による改変の程度を考慮し、定量

的に行う。 

 

○植物相及び植生への影響要因（例） 

・改変による生育地の減少・消失 

・湿生植物群落への濁水の流入 等 

○植物相及び植生への環境保全措置（例） 

・改変区域の必要最小限化 

・樹木伐採の必要最小限化 

・裸地部の早期緑化 

・工事関係者の立入制限 

・湿生植物群落への濁水の流入防止 等 
 

重要な種及び重
要な群落への影
響の種類に応じ
て、環境影響の量
的または質的な
変化の程度を推
定する手法とし
た。 

７ 予測地域 
調査地域のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布する

地域とする。 

植物に係る環境
影響を受けるお
それがある地域
とした。 

８ 予測対象時期等 
造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時

期及び発電所の運転が定常状態となる時期とする。 

植物に係る環境
影響を受けるお
それがある時期
とした。 

９ 評価の手法 
調査及び予測の結果に基づいて、重要な種及び重要な群落に係

る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを
検討し、環境保全についての配慮が適正になされているかを検討
する。 

「発電所に係る
環境影響評価の
手引」に記載され
ている手法とし
た。 
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第6.2-1表(34) 植物（コドラート）調査地点の設定根拠 

植生調査地点 群落名 設定根拠 

№1 クロベ-キタゴヨウ群落  文献その他資料調査による現存植生

図を基に、対象事業実施区域及びその周

囲の主な植生に設定。 

№2 ジュウモンジシダ-サワグルミ群落 

№3 ジュウモンジシダ-サワグルミ群落 

№4 ヤナギ高木群落 

№5 コナラ群落 

№6 コナラ群落 

№7 コナラ群落 

№8 コナラ群落 

№9 コナラ群落 

№10 オニグルミ群落 

№11 アカマツ群落 

№12 アカマツ群落 

№13 アカマツ群落 

№14 タニウツギ-ノリウツギ群落 

№15 タニウツギ-ノリウツギ群落 

№16 ササ群落 

№17 ススキ群団 

№18 ススキ群団 

№19 伐採跡地群落 

№20 伐採跡地群落 

№21 ヨシクラス 

№22 ヨシクラス 

№23 ヨシクラス 

№24 ヒルムシロクラス 

№25 ヒルムシロクラス 

№26 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№27 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№28 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№29 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№30 アカマツ植林 

№31 アカマツ植林 

№32 アカマツ植林 

№33 カラマツ植林 

№34 カラマツ植林 

№35 水田雑草群落 

№36 放棄水田雑草群落 

注）地点設定は、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況に応じて変更する可能性がある。 
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第6.2-5図 植物の調査位置 
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第6.2-1表(35) 調査、予測及び評価の手法(生態系) 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

１ 調査すべき情報 
(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 
(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 

（1）動植物その他の自然環境に係る概況 

動植物の既存資料及び現地調査結果を基に、対象事業実施区

域及びその周囲における自然環境の類型区分を行い、各区分を

構成する主な動植物種及び植生を整理する。また、これらの動

植物群の関係を食物連鎖として整理し、地域を特徴づける生態

系の状況を把握する。 

（2）複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

上位性、典型性、特殊性の観点から、以下のとおり、文献そ

の他の資料調査の結果より、地域を特徴づける生態系の注目種

等を選定し、その生態、生息・生育環境、他の動植物との関係

を整理する。 

 ・上位性：クマタカ 

 ・典型性：カラ類 

 ・特殊性：該当なし 

①上位性：クマタカ 

1）生息状況調査  

希少猛禽類の調査結果から、飛翔状況及び採餌行動（種名、

齢、性別、個体の特徴、行動、確認時間、飛翔軌跡、飛翔高

度等）を整理し、利用環境及び好適採餌環境を把握する。 

2）餌資源調査  

以下の調査手法により餌資源量を把握する。 

・ノウサギ：糞粒法による調査 

・ニホンリス、ヤマドリ及びヘビ類：哺乳類、鳥類、爬虫

類調査結果の整理 

3）繁殖環境調査  

希少猛禽類の調査結果や植生調査結果（樹林の階層構造）

等から、好適繁殖環境を把握する。 

 

②典型性：カラ類 

＜カラ類＞ 

1）生息状況調査  

環境類型区分毎のスポットセンサス調査結果から、生息状

況を把握する。 

2）餌資源量調査  

以下の調査手法により餌資源量を把握する。 

・昆虫類、クモ類等：スウィーピング調査※、フントラッ

プ調査※ 

※スウィーピング調査 

各調査地点に1m×10m程度の調査区を3地点設置し、調査

区内でスウィーピング調査を行い、その中からカラ類の餌

となり得る昆虫類（成虫や幼虫）、クモ類をサンプリング

し、質重量を計量する。 

    ※フントラップ調査 

各調査地点に1m×10m程度の調査区を3地点設置し、調査  

区内でスウィーピング調査を行い、その中からカラ類の餌

となり得る昆虫類（成虫や幼虫）、クモ類をサンプリング

し、質重量を計量する。 

各項目の調査の
手法は、これら
の状況を把握で
きる一般的に広
く用いられてい
る手法とした。 
専門家の意見及
び第 6.2-6図に
示す食物連鎖模
式図から、対象
事業実施区域及
びその周囲にお
ける上位性種と
し て ク マ タ カ
を、典型種とし
てカラ類を選定
した。 
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第6.2-1表(36) 調査、予測及び評価の手法(生態系) 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

注目種等に係る
環境影響を受け
るおそれがある
地域とした。 

４ 調査地点 

【既存資料調査】 

調査地域と同様とする。 

【現地調査】 

①上位性：クマタカ 

1）生息状況調査  

希少猛禽類の調査地点と同様とする。 

2）餌資源調査  

・ノウサギ：代表的な植生環境において各2地点程度とす

る。 

・ニホンリス、ヤマドリ及びヘビ類：哺乳類、爬虫類の調

査地点と同様とする。  

3）繁殖環境調査  

希少猛禽類の調査地点と同様とする。 

 

②典型性：カラ類 

＜カラ類＞ 

1）生息状況調査  

環境類型区分毎に調査地点を設定する。区分毎に2ヶ所程

度の地点とする。 

2）餌資源量調査  

・昆虫類、クモ類：生息状況調査の調査地点と同様とする。 
 

５ 調査期間等 

（1）動植物その他の自然環境に係る概況 

【既存資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

動物及び植物の現地調査と同様とする。 

（2）複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

【既存資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①上位性：クマタカ 

1）生息状況調査  

希少猛禽類の調査期間と同様とする。 

2）餌資源調査 

・ノウサギ：1季（融雪季）とする。 

・ニホンリス、ヤマドリ及びヘビ類：動物の調査期間と同

様とする。  

3）繁殖環境調査  

希少猛禽類の調査期間と同様とする。 

 

②典型性：カラ類 

＜カラ類＞ 

1）生息状況調査  

4季（春季、初夏季、秋季、冬季）とする。 

2）餌資源量調査  

・昆虫類、クモ類：昆虫類の調査期間と同様とする。 

注目種等の状況

を的確に把握で

き る 時 期 と し

た。 
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第6.2-1表(37) 調査、予測及び評価の手法(生態系) 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素

の区分 
環境要因の

区分 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

造成等の施
工による一
時的な影響 
 
地形改変 
及び 
施設の存在 
 
施設の稼働 

６ 予測の基本的な手法 

既存資料調査及び現地調査の結果を踏まえ、注目種等の生

息・生育環境と本事業による改変区域の重ね合わせ、並びに環

境保全措置の内容から、注目種等に係る環境影響の程度を定量

的に予測する方法とする（第6.2-7(1)、(2)参照）。 
また、上位性種のブレード・タワー等への接近・衝突については、
環境省モデル及び由井モデルを用いて衝突確率を算出し、定量
的に予測する。 

他の動植物との

関 係 を 踏 ま え

て、影響の種類

に応じて環境影

響の量的又は質

的な変化の程度

を推定する手法

とした。 

 

７ 予測地域 

調査地域のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域と

する。 
 

注目種等に係る
環境影響を受け
るおそれがある
地域とした。 

８ 予測対象時期等 

造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地・生育地

への影響が最大となる時期及び発電所の運転が定常状態となっ

た時期とする。 
 

注目種等に係る
環境影響を的確
に把握できる時
期とした。 

９ 評価の手法 
調査及び予測の手法に基づいて、地域を特徴づける生態系に

係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されている
かを検討し、環境保全についての配慮が適正になされているか
を検討する。 

「発電所に係る
環境影響評価の
手引」に記載さ
れている手法と
した。 

 

第6.2-6図 食物連鎖模式図 

 

高次消費者

【爬虫類】

シマヘビ等

【爬虫類】

シマヘビ等

低次消費者

生産者

【爬虫類】

ヤマカガシ、ジムグリ等

【哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類】

ネズミ類、ヒバリ、ホオジロ、ニホンアカガエル、シュレーゲルアオガエ

ル、カナヘビ　等

【小型哺乳類・鳥類】

ノウサギ、キジバト、ヒヨドリ等

【主に肉食性の昆虫類】

カマキリ類、トンボ類、スズメバチ類、クモ類　等

【主に肉食性の昆虫類】

カマキリ類、トンボ類、スズメバチ類、クモ類　等

【哺乳類】

キツネ、テン、タヌキ等

植生等
針葉樹林 広葉樹林 草原・低木林 耕作地等

[スギ植林・アカマツ植林] [コナラ林] [ススキ群落等] [牧草地・雑草群落等]

【哺乳類】

イタチ等

クマタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ等の猛禽類

【主に草食性の昆虫類】

チョウ類、ガ類、カミキリムシ類、セミ類、カメムシ類　等

【主に草食性の昆虫類】

チョウ類、バッタ類等

【主に草食性の昆虫類】

カメムシ類、ハムシ類等

スギ、サワラ、アカマツ等 コナラ、ブナ、ケヤキ等 ススキ、ササ等 シロツメクサ、ヨモギ等

【哺乳類・鳥類・両生類・爬虫類】

ネズミ類、カッコウ、カラ類、キツツキ類、

アズマヒキガエル、カナヘビ　等

[338]



   

6-53 

第6.2-1表(38) 生態系（上位性種）の選定結果 

検討基準 クマタカ オオタカ サシバ ノスリ 

行動圏が大きく、比較的

広い環境を利用する 
○ ○ ○ ○ 

改変される区域を利用す

る 
○ ○ △ ○ 

年間を通じて生息が確認

できる 
○ △ × △ 

改変区域及びその周辺で

繁殖している可能性が高

い 

○ ○ ○ ○ 

風力発電機の稼働による

影響が懸念される 
○ ○ ○ ○ 

○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 

 

第6.2-1表(39) 生態系（上位性種）の選定結果 

検討基準 
ネズミ類 タヌキ カラ類 ヤマカガシ 

アズマ 

ヒキガエル 

当該地域を優占する、あ

るいは個体数が多いと推

定される 

○ △ ○ △ ○ 

生物間の相互関係や生態

系の機能に重要な役割を

有すると推定される 

○ ○ ○ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認

できる 
○ ○ ○ △ △ 

改変区域及びその周辺で

繁殖している可能性が高

い 

○ ○ ○ ○ ○ 

上位性種の餌資源の可能

性は低い 
△ ○ ○ △ △ 

風力発電機の稼働による

影響が懸念される 
× × ○ × × 

改変される区域を利用す

る 
○ ○ ○ ○ ○ 

調査により分布・生態が

把握しやすい 
○ ○ ○ △ △ 

○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 
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第6.2-1表(40) 生態系（上位性（クマタカ）の餌資源（ノウサギ））調査地点の設定根拠 

地 点 環境の概況 設定根拠 

№.1 クロベ-キタゴヨウ群落 対象事業実施区域に生息するノウサギの生息状況

を把握するため、主な植生環境に設定。 
№.2 ジュウモンジシダ-サワグルミ群落 

№.3 ヤナギ高木林 

№.4 コナラ群落 

№.5 コナラ群落 

№.6 コナラ群落 

№.7 オニグルミ群落 

№.8 アカマツ群落 

№.9 アカマツ群落 

№.10 ススキ群団 

№.11 伐採跡地群落 

№.12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№.13 スギ・ヒノキ・サワラ植林林 

№.14 アカマツ植林 

№.15 アカマツ植林 

№.16 カラマツ植林 

 注）植生については、現存植生図（環境省）を基に設定した。 

 

第6.2-1表(41) 生態系（典型性（カラ類）の生息状況、餌資源）調査地点の設定根拠 

地 点 環境の概況 設定根拠 

№.1 クロベ-キタゴヨウ群落 対象事業実施区域に生息するカラ類の生息状況、

餌資源となる昆虫類等の現存量を把握するため、

主な植生環境に設定。 №.2 ジュウモンジシダ-サワグルミ群落 

№.3 ヤナギ高木林 

№.4 コナラ群落 

№.5 コナラ群落 

№.6 コナラ群落 

№.7 オニグルミ群落 

№.8 アカマツ群落 

№.9 アカマツ群落 

№.10 タニウツギ-ノリウツギ群落 

№.11 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№.12 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

№.13 アカマツ植林 

№.14 アカマツ植林 

№.15 カラマツ植林 

 注）植生については、現存植生図（環境省）を基に設定した。 
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第6.2-7図(1) 生態系の調査位置(上位性（クマタカ）の餌資源（ノウサギ）) 
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第6.2-7図(2) 生態系の調査位置(典型性（カラ類）の生息状況、餌資源) 
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第6.2-8図(1) 生態系調査・予測フロー図（上位性種：クマタカ） 

  

好適採餌環境

分布図の作成

猛禽類(クマタカ)

調査結果
（現地調査）

植生等の環境情報

（既存資料・現地調査

等）

採餌行動に影響を

与える環境条件の抽出

利用頻度分布図等

の作成

餌資源量調査結果

（現地調査）

環境類型区分毎の

餌資源量の把握

餌資源量分布図

の作成

植生等の環境情報

（既存資料・現地調査等）

繁殖行動に適した

環境の抽出

好適営巣環境分布図

の作成

採餌環境の整理・解析 営巣環境の整理・解析

利用場所の抽出

採餌行動場所の抽出

事業実施の影響（改変区域等）

採餌環境への影響予測
営巣環境への

影響予測

総合的な評価考察
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第6.2-8図(2) 生態系調査・予測フロー図（典型性種：カラ類） 
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（現地調査）
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（現地調査）
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餌資源量の把握

餌資源量分布図

の作成

事業実施の影響（改変区域等）

生息環境への影響予測

生息に影響を与える

環境条件の検討

餌資源量への

影響予測

総合的な評価考察
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第6.2-1表(42) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

景
観 

主
要
な
眺
望
点
及
び
景
観
資
源
並
び
に
主
要
な
眺
望
景
観 

地形改変及
び施設の存
在 
 

１ 調査すべき情報 
(1) 主要な眺望点 
(2) 景観資源の状況 
(3) 主要な眺望景観の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 主要な眺望点 
【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収
集並びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風力発
電施設の可視領域について検討を行う。 

可視領域の検討とは、主要な眺望点の周囲について、メッシュ
標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を
行い、風力発電機(地上高さ:204m※)が視認される可能性のある領
域をいう。 

また、住民が日常的に眺望する景観については、居住地域の入
手可能な資料及び現地調査にて当該情報を整理し、居住地域など
において日常的に眺望する景観などを調査し、文献その他の資料
調査を補足する。 

(2) 景観資源の状況 
【文献その他の資料調査】 

調査地域内に存在する山岳、湖沼等の自然景観資源、歴史的文
化財等の人文景観資源の分布状況を、文献等により把握する。 

(3) 主要な眺望景観の状況 
【文献その他の資料調査】 

「(1) 主要な眺望点」及び「(2) 景観資源の状況」の調査結果
から主要な眺望景観を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。 

【現地調査】 
現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並び

に当該情報の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 
主要な眺望点は、風力発電機が垂直視角1度以上で視認される

可能性のある範囲を対象とし、風力発電機設置位置から約11.7km
の範囲を基本とした。なお、配慮書に対する意見を踏まえ、垂直
視野角が１度未満となる範囲において、一定程度可視であり、特
に影響が生じることが想定される視点場が存在する場合は、調査
対象とする。 

景観に係る環境
影響を受けるお
それのある地域
とした。 

４ 調査地点 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 
【現地調査】 

主要な眺望点は、風力発電機が視認される可能性や利用特性、
また、加美町からの意見を踏まえ、対象事業実施区域周囲の18
地点とした（第6.2-8図(1)及び(2)）。 

・不特定かつ多数の者が利用している眺望点：9地点 
・地域住民が日常生活上慣れ親しんでいる眺望点：9地点 
各調査地点の設定根拠は、第6.2-1表(42)に示すとおりである。 

対象事業実施区
域及びその周囲
における主要な
眺望点を対象と
した。 

５ 調査期間等 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

新緑期、紅葉期、落葉期、積雪期の4回とする。 
なお、積雪期は、一部の地点が閉鎖されるほか、積雪により写

真撮影自体が困難である場合も想定されるため、写真撮影が可能
な地点を対象とする。 

風力発電機の稼
働による景観の
状況を把握でき
る時期及び期間
とした。 

                            
※ 第2.2-1表に示す諸元のうち、最高高さが大きい定格出力5,500kWの諸元とした。 
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第6.2-1表(43) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

景
観 

主
要
な
眺
望
点
及
び
景
観
資
源
並
び
に
主
要
な
眺
望
景
観 

地形改変及
び施設の存
在 
 

６ 予測の基本的な手法 
(1) 主要な眺望点及び景観資源の状況 

主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ね
ることにより影響の有無を予測する。 

(2) 主要な眺望景観の状況 
主要な眺望点から撮影する現況の眺望景観の写真に、将来の風

力発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法によ
り、眺望の変化の程度を視覚的表現によって予測し、その影響に
ついて垂直視野角を算出して予測する。 

一般的に景観の
予測で用いられ
ている手法とし
た。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じとする。 

地形改変及び施
設の存在による
影響が想定され
る地域とした。 

８ 予測地点 
(1) 主要な眺望点の状況及び主要な眺望景観の状況 

「４ 調査地点」と同じ、主要な眺望点として選定する9地点
とする。  

(2) 景観資源の状況 
「２ 調査の基本的な手法」の「(2) 景観資源の状況」におい

て、景観資源として把握した地点とする。 

地形改変及び施
設の存在による
影響を的確に把
握できる地点と
した。 

９ 予測対象時期等 
全ての風力発電施設等が完成した時期とする。 

地形改変及び施
設の存在による
影響を的確に把
握できる時期と
した。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に関する影
響が、実行可能な範囲内で回避または低減されているか検討し、
「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的
ガイドライン」（環境省、平成25年）を参照する等、環境の保全
についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 

 

第6.2-1表(44) 景観調査地点の設定根拠 

種別 番号 調査地点 設定根拠 

不特定か
つ多数の
者が利用
している
眺望点 

① 花渕山登山道 

風力発電機が垂直視角1度以上で視認される可能性のあ
る範囲内において、不特定かつ多数の利用する地点を主
要な眺望点として選定した。 

② 田代高原キャンプ場 

③ 翁山 

④ 二ツ石橋 

⑤ 二ツ石ダム展望台 

⑥ やくらいガーデン 

⑦ 澄川橋 

⑧ 切込焼記念館 

⑨ 陶芸の里スポーツ公園 

地域住民
が日常生
活上慣れ
親しんで
いる眺望
点 

⑩ 旧旭小学校 

風力発電機が垂直視角1度以上で視認される可能性のあ
る範囲において、地域住民が日常生活上慣れ親しんでい
る地点として、加美町の小学校等を選定した。 
なお、「広原小学校」、「中新田小学校」及び「鳴瀬小
学校」については、配慮書に対する意見を踏まえて設定
した。 

⑪ 宮崎小学校 

⑫ 賀美石小学校 

⑬ 西小野田小学校 

⑭ 東小野田小学校 

⑮ 鹿原小学校 

⑯ 広原小学校 

⑰ 中新田小学校 

⑱ 鳴瀬小学校 
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第6.2-8図(1) 景観の調査位置（不特定かつ多数の者が利用している眺望点） 
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第6.2-8図(2) 景観の調査位置（地域住民が日常生活上慣れ親しんでいる眺望点）  
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第6.2-1表(45) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

工事用資材
等の搬出入 
 

１ 調査すべき情報 
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及

び利用環境の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収
集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

 (2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及
び利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 
「(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果か

ら、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報
の整理及び解析を行う。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足する。 
【現地調査】 

現地調査及び聞き取り調査を行い、主要な人と自然との触れ合
いの活動の場における利用状況、利用環境の状況及びアクセス状
況を把握し、結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。 

 

人と自然との触
れ合いの活動の
場に係る環境影
響を受けるおそ
れのある地域と
した。 

４ 調査地点 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの
周囲の地域とする。 

【現地調査】 
「２ 調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合いの

活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「第6.2-9図 主要な人
と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す3地点(田代高
原キャンプ場、陶芸の里ゆーらんどキャンプ場、陶芸の里スポー
ツ公園)とする。 

工事関係車両の
走行ルートの周
囲における主要
な人と自然との
触れ合いの活動
の場を対象とし
た。 

５ 調査期間等 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に春季、夏季、秋季の3回実施する。 

主要な人と自然
との触れ合いの
活動の場の状況
を把握できる時
期及び期間とし
た。 

６ 予測の基本的な手法 
環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材等

の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのア
クセスルートにおける交通量の変化を予測し、利用特性への影響
を予測する。 

一般的に人と自
然との触れ合い
の活動の場の予
測で用いられて
いる手法とした。 
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第6.2-1表(46) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

工事用資材
等の搬出入 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ地域とする。 

工事関係車両に
よる影響が想定
される地域とし
た。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点」と同じ地点とした。 

工事関係車両の
走行による影響
が想定される地
点とした。 

９ 予測対象時期等 
工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期と

する。 

工事関係車両の
走行による影響
を的確に予測で
きる時期とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が、実行
可能な範囲内で回避または低減されているか検討し、環境の保全
についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 
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第6.2-1表(47) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

地形改変及
び施設の存
在 
 
施設の稼働 

１ 調査すべき情報 
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及

び利用環境の状況 
(3) 騒音の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収
集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

 (2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及
び利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 
「(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果か

ら、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報
の整理及び解析を行う。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足する。 
【現地調査】 

現地調査及び聞き取り調査を行い、主要な人と自然との触れ合
いの活動の場における利用状況及び利用環境の状況を把握し、結
果の整理及び解析を行う。 

(3) 騒音の状況 
【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64
号）に定められた環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)及び「騒
音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成27年）及び
「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、
平成29年）に基づいて昼間及び夜間の等価騒音レベル(LAeq)及び
時間率騒音レベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を
行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人
の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。
なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中の存在する
音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マ
イクロホンには防風スクリーンを装着する。 

また、参考として、気象の状況（地上高1.2ｍの温度、湿度、
風向及び風速）についても調査する。 

一般的な手法と
した。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。 

 

人と自然との触
れ合いの活動の
場に係る環境影
響を受けるおそ
れのある地域と
した。 

 

  

[351]



   

6-66 

第6.2-1表(48) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

地形改変及
び施設の存
在 
 
施設の稼働 

４ 調査地点 
(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
【文献その他の資料調査】 

「３ 調査地域」と同じ、地域内の地点とした。 
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及

び利用環境の状況 
【文献その他の資料調査】 

「(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」と同地点とし
た。 

【現地調査】 
「２ 調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合いの

活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「第6.2-9図 主要な人
と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す3地点(田代高
原キャンプ場、陶芸の里ゆーらんどキャンプ場、陶芸の里スポー
ツ公園)とする。 

(3) 騒音の状況 
【現地調査】 

「第6.2-9図 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査
位置」に示す「田代高原キャンプ場」及び「陶芸の里周遊ルート
（ジャパンエコトラック）」と「鳴子温泉-田代-旭コース（ふる
さと緑の道）」沿いの2地点とする。 

対象事業実施区
域及びその周囲
における主要な
人と自然との触
れ合いの活動の
場を対象とした。 

５ 調査期間等 
【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 
【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に春季、夏季、秋季の3回実施する。 

主要な人と自然
との触れ合いの
活動の場の状況
を把握できる時
期及び期間とし
た。 

６ 予測の基本的な手法 
環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場について分布及び利用環境の改変の
程度並びに施設の稼働に伴う騒音や風車の影の影響を予測し、利
用特性への影響を予測する。 

一般的に人と自
然との触れ合い
の活動の場の予
測で用いられて
いる手法とした。 

７ 予測地域 
「３ 調査地域」と同じ地域とする。 

地形改変及び施
設の存在及び施
設の稼働による
影響が想定され
る地域とした。 

８ 予測地点 
「４ 調査地点」と同じ地点とした。 

地形改変及び施
設の存在及び施
設の稼働による
影響が想定され
る地点とした。 

９ 予測対象時期等 
すべての風力発電施設が完成し、施設の稼働が定常となる時期

とする。 

地形改変及び施
設の存在及び施
設の稼働による
影響を的確に予
測できる時期と
した。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が、実行
可能な範囲内で回避または低減されているか検討し、環境の保全
についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 
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第6.2-1表(49) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

田代高原キャン
プ場 

無料のキャンプサイトが設置されている。車両のサイト内への乗り入れが
認められており、炊事場、野外炉、多目的広場、トイレなどが整備されて
いたが、トイレがある施設は老朽化のため立入禁止になっている。 
風力発電機設置位置に近く、アクセスルートは工事用資材等の搬出入車両
の主要な走行ルートと重複している区間があることから、利用特性を把握
する調査地点として設定した。 

陶芸の里ゆーら
んどキャンプ場 

陶芸の里ゆ～らんどの敷地内にあり、温泉も利用できる。 

オートサイトとフリーサイトがある。 
アクセスルートは工事用資材等の搬出入車両の主要な走行ルートと重複し
ている区間があることから、利用特性を把握する調査地点として設定した。 

陶芸の里スポー
ツ公園 

野球場、陸上競技場、テニスコート、総合体育館、芝生広場があり、多く
の人が訪れる。 
アクセスルートは工事用資材等の搬出入車両の主要な走行ルートと重複し
ている区間があることから、利用特性を把握する調査地点として設定した。 

 

第6.2-1表(50) 騒音の状況の場調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

騒音１ 風力発電機設置位置に近い田代高原キャンプ場内を設定した。 

騒音２ 
風力発電機設置位置に近い陶芸の里周遊ルート（ジャパンエコトラック）
と鳴子温泉-田代-旭コース（ふるさと緑の道）を設定した。 
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第6.2-9図 主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査位置 
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第6.2-1表(51) 調査、予測及び評価の手法（廃棄物等） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

廃
棄
物
等 

産
業
廃
棄
物
及
び
残
土 

造成等の施
工による一
時的な影響 

１ 予測の基本的な手法 
環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び

残土の発生量を予測する。 

一般的に廃棄物
等の予測で用い
られる手法とし
た。 

２ 予測地域 
対象事業実施区域とする。 

造成等の施工に
よる一時的な影
響が想定される
地域とした。 

３ 予測対象時期等 
工事期間中とする。 

造成等の施工に
よる一時的な影
響を的確に把握
できる時期とし
た。 

４ 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

産業廃棄物及び残土の発生量が、実行可能な範囲内で回避又は
低減されているか検討し、環境の保全についての配慮が適正にな
されているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 
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第6.2-1表(52) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素
の区分 

環境要因の
区分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量 

造成等の施
工による一
時的な影響 

１ 調査すべき情報 
(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 
(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 

環境の現況とし
て把握すべき項
目及び予測に用
いる項目を選定
した。 

２ 調査の基本的な手法 
(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 
【文献その他の資料調査】 

「環境省HP」等により情報の収集並びに当該情報の整理を行
う。 

【現地調査】 
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する特別措置法の施行規則（平成23年環
境省令第33号）第43条で定められた方法により放射線の量（空間
線量率）を測定し、調査結果の整理を行う。 

(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 
【現地調査】 

以下の方法で想定し、調査結果の整理を行う。 
採取：「環境試料採取法」（文部科学省、昭和58年）等 
分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリ

ー測定等 

「環境影響評価
技術ガイド（放射
性物質）」（環境
省、平成27年）に
記載された手法
とした。 

３ 調査地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 
 

放射線の量に係
る環境影響を受
けるおそれのあ
る地域とした。 

４ 調査地点 
風力発電機設置位置（20～30地点）及び新設又は拡幅する道路

とする。 
 

造成等の一時的
な影響が想定さ
れる地点とした。 

５ 調査期間等 
工事を実施しない冬季を除く期間に1回行う。 

 

工事の実施が想
定される季節と
した。 

６ 予測の基本的な手法 
拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、または、既往の

放射性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価
技術ガイド（放射
性物質）」（環境
省、平成27年）に
記載された手法
とした。 

７ 予測地域 
対象事業実施区域及びその周囲とする。 

 

造成等の一時的
な影響が想定さ
れる地域とした。 

８ 予測地点 
「３ 調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とす

る。 

造成等の一時的
な影響が想定さ
れる地点とした。 

９ 予測対象時期等 
工事期間中とする。 

造成等の一時的
な影響を的確に
把握できる時期
とした。 

10 評価の手法 
(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

放射線の量に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減
されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になさ
れているかどうかを評価する。 

「環境影響の回
避、低減に係る評
価」とした。 
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6.2.3 専門家等からの意見の概要 

調査、予測及び評価の手法について、専門家等からの意見聴取を実施した。専門家

等からの意見の概要及び事業者の対応は第6.2-2表のとおりである。 

 

第6.2-2表(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（有識者A） 

意見聴取年月：令和2年11月 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動物 

（コウモリ類） 

【所属：環境関連の NPO 団体 職員】 

 

（調査方法等） 

・サーチライト調査はコウモリ類が忌避してしまうので、実施

するなら 30 分以内の短い時間にしてほしい。 

・サーチライト調査は出産哺育期を避け、夏の終わりから秋に

かけて実施するので良い。 

・バットディテクターの夜間調査は安全に留意して車でいける

ところで実施するので良い。 

・ハープトラップ調査、かすみ網調査等の捕獲調査は日没後 3

時間程度で良い。 

・音声モニタリングで 50m と 30m にバットディテクターを設置

するのであれば、30m は林内の音を録音するようにする。 

・草地に設置するのであれば、上空方向の録音だけで良い。 

・できれば風車設置予定地付近の林内の記録をとる。8～10ｍ程

の高さで、上向きの音を録音するようにする。 

・予め調査地点を設定しても良いが、任意調査の結果を踏まえ

て、地点はフレキシブルに変更するのでも良い。 

・音声と捕獲をセットでやると良い。 

・取付道路やダムの付近もバットディテクター調査を実施する。 

・音声モニタリングの結果は、カットイン風速とコウモリの出

現状況との関係を整理する。 

 

 

 

 

調査等は左記の

内容を踏まえて

実施することと

した。 

（事後調査について） 

・バットストライクの事後調査は実施してほしい。 

・バットストライクの原因は 2 種類あり、直接接触とバロトラ

ウマがある。 

・バットストライクの調査については、風車サイト周りの平坦

地を調査する等、予め記載しておく。 

・バットストライクの事後調査は、音声モニタリングの高所の

データのピークを把握しておいて、そのピークに合わせて重

点的に実施するのでよい。 

 

 

事後調査等につ

いては、左記の

内容等を検討す

ることとした。 
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第6.2-2表(2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（有識者B） 

意見聴取年月：令和2年12月 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動物 

（特に鳥類） 

【所属：公的研究機関 職員】 

 

（調査時期） 

・春季の渡り調査は 2 月～4 月で良いと思う。5 月は実施しなく

ても良いのではないか。 

・ガン類の渡りを把握するのであれば、秋の渡りを 9 月下旬、

10 月の上旬、中旬、下旬、11 月上旬、中旬の 6 回、越冬期の

1 月中旬に 1 回、春の渡りを 2～3 月の上旬、中旬、下旬の 6

回、実施するのが良いと思う。 

・ただ、年によっては今年のように北帰行が例年より早くなる

ことがあるので、注意すること。 

 

 

 

調査時期は左記

の内容を踏まえ

て実施すること

とした。 

（調査方法） 

・渡り調査は各回 2 日間、終日調査を実施する。 

・日没後の調査は 2 時間程度で良いと思う。 

・この地域は降雪の影響もあるので、定点場所は東西方向に見

通しが良い道路上に変更しても良いと思う。 

・最近の観察例では、奥羽山脈の凹部、低いところを渡ってい

る情報がある。 

・日本海側の平野部の水田から奥羽山脈の凹部、さらに太平洋

側の平野部の水田を移動しているようで、日々の中での移動

の可能性も考えられる。例えば日本海側でドカ雪が降った場

合に、太平洋側へ飛来する可能性も考えられる。 

・したがって、調査範囲内の谷筋を移動している可能性もある

ため、留意して調査し、移動経路は把握しておくことが大切

である。 

・繁殖している鳥類については、確認した方が良い。特に猛禽

類については出来れば巣を見つけた方が良い。 

調査方法は左記

の内容を踏まえ

て実施すること

とした。 

（環境保全措置等） 

・ガン類は風車を認識して回避しているという論文が海外で出

されているようだ。 

・渡りルート上に風車があるとルートを変えるため、エネルギ

ーのロスになる可能性がある。 

・猛禽類については代償措置として代替巣を検討する方法もあ

る。 

・代替巣の設置場所として、とまり場を用いた採餌環境や営巣

環境を創ることが重要である。 

環境保全措置等

については、今

後、左記の内容

等を踏まえて検

討することとし

た。 

（生態系） 

・生態系の上位性種としてクマタカ、典型性種としてカラ類を

選択したのは妥当と思う。 

 

生態系について

は、左記のとお

り実施すること

とした。 
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第6.2-2表(3) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（有識者C） 

意見聴取年月：令和2年12月 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動物 

（主に鳥類） 

【所属：環境関連の NPO 団体 会長】 

 

（コウモリ類の調査方法等） 

・既存の風力発電事業のコウモリ類の調査では、風況観測塔に

設置したバットディテクターより、樹林内に設置したバット

ディテクターの方が 3 倍確認されているとのことである。 

・恐らく風況観測塔にあるワイヤーを忌避して寄ってこないの

ではと思われる。 

・風況観測塔に設置し、録音する方法は季節的な変動や風速、

天候などによる変動などに対する相対的な把握はできるが、

通過実数の把握には適していないと考えられる。 

・通過実数を把握するのは、遠赤外線ビデオカメラを使用する

のが良いが、重量が重く、高価なのでなかなか調査には使用

しづらいと思うので、LED ライトを使用した調査を実施する

のが良いと思う。 

・高空を飛翔するコウモリ類は光を忌避しないと言われている。 

・風況観測塔から 200ｍ位離れた場所で LED ライトの調査を行

い、比較できるデータをとることが必要である。 

・60 秒のうち 20 秒ぐらい照射して観察すれば良い。 

・下からライトを照らし、離れた場所でカウントするのが良い。 

・調査は 8 月中旬から 9 月中旬ぐらい、夕方から 12 時ぐらいの

時間帯で行い、風況観測塔のデータと比較する。 

 

 

 

 

調査等は左記の

内容を踏まえて

実施することと

した。 

（鳥類の調査方法等） 

・鳥類調査で記載しているポイントセンサス法で半径 25ｍの範

囲だと狭すぎて調査手法としては適当でないと思われる。 

・したがって、繁殖期におけるなわばり法（テリトリーマッピ

ング法）を採用した方が良い。 

・風車の建設を予定している尾根付近の広葉樹林で 3 箇所、針

葉樹林で 3 箇所、対象区として広葉樹林で 3 箇所、針葉樹林

で 3 箇所を風車から 300m 以上離れた位置に設置する。 

・各箇所で 100ｍ四方の区画を 9 個配置（中央に風車予定地）

し、ひと朝に 10 分間の待機センサスを巡回しながら 3 回実施

する。 

・この調査を繁殖期間に 2 回実施する（2 回目は 1 回目とは逆

回りとする）。区画外でも遠くで出現した個体は記録を取っ

ておく。 

・この調査は生態系のカラ類でも使用できる。 

・また、同様の調査を事後調査でも実施することで、風車の影

響について把握できる。 

・風車から 200～300ｍの範囲は、鳥類の生息数が減るとの報告

もある。 

・渡り調査については、帯状区を設定し、どのような種類が何

羽飛ぶか、Ｌ、Ｍ、Ｈ毎にカウントする。 

・帯状区は渡り方向が南北の場合、東西方向に 500ｍ、南北方

向に 100ｍ設定する。面積が取れなければ同じ比率で縮小す

る。 

・渡りは朝に多く飛ぶと思うが、日周変化を抑えるために春と

秋に1日中観察する日を設ける。 

 

 

調査等は左記の

内容を踏まえて

実施することと

した。 
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（有識者C 続き） 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動物 

（主に鳥類） 

（生態系調査） 

・生態系上位種のクマタカの餌資源調査について、ヤマドリや

ヘビ類はラインセンサス調査で実施することで良い。ヤマド

リについてはラインセンサスの記録効率について文献がある

ので確認しておくこと。 

・ノウサギの糞粒法は、雪解け直後に実施するのが効率的で良

いと思う。ただ、崖の下等は糞が溜まる可能性があるので注

意する。 

・カラ類の餌資源は、繁殖期に限定してフントラップを実施し、

幼虫フンを採取する方法も行うと良い。また、木の実につい

ても現存量を記録する。 

 

 

調査等は左記の

内容を踏まえて

実施することと

した。 

（調査時の留意事項） 

・伊豆沼、化女沼のガン類は大崎市の鳴子あたりから山形・秋

田へ移動するが、一部、当該地域付近も群れで飛翔している

事例があるので、留意すること。 

・渡りをする水鳥類については、猛禽類の調査時にも渡り状況

も記録すること。 

・真冬の小鳥類についても、猛禽類の調査時に記録するので良

いと思う。 

・当該地域にはクマタカが 2～3 つがい生息している。 

 

 

現地調査実施時

は左記の内容に

留意して実施す

ることとした。 

（事業計画について） 

・事業計画の緑化については、風車の下回りは緑化しない方が

良い。出来れば砂利敷きか木質チップを敷くなどした方が良

い。 

 

 

 

緑化計画につい

ては、左記の内

容を今後、検討

することとし

た。 
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第6.2-2表(4) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（有識者D） 

意見聴取年月：令和2年11月 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動物 

（主に昆虫類） 

【所属：大学 教授】 

 

（文献調査） 

・宮城県内の蛾類、宮城県の甲虫類等の文献もできれば収集整

理してほしい。 

 

 

 

 

 

 

左記の内容を踏

まえて、文献資

料の収集に努め

ることとした。 

（調査方法等） 

・将来的に「河川水辺の国勢調査」に準じた調査が実施される

可能性があるなら、調査方法はその基本調査マニュアルに準

じておいた方が好ましい。「河川水辺の国勢調査」ではベイ

トトラップ法ではなくピットフォールトラップ法を推奨して

いるため、今回の調査でもピットフォールトラップ法で実施

した方がよい。 

・調査時期は早春（4 月上旬から中旬）、春（5 月下旬）、夏（7

月の梅雨明け頃）、秋（10 月上旬まで）の 4 回でよい。 

・ライトトラップの実施に際しては、月齢、風の強さ、気温な

どに配慮して実施すること。 

・独活沼、ウトウ沼に調査地点を追加すること。 

・アカマツより昆虫類の捕獲が期待される沼や渓流沿いに地点

を設けたほうが良い。 

 

 

調査等は左記の

内容を踏まえて

実施することと

した。 

（事業実施の影響） 

・昆虫類の開発による影響として、開発により生息地が乾燥し

てゴマシジミが減ったという事例があるので、乾燥化の影響

について検討してほしい。 

 

 

左記の内容につ

いて、今後検討

することとし

た。 

（事後調査） 

・今回の調査で発見された種によっては、事後調査のモニタリ

ングを行う必要がある（ヒメギフチョウなど）。植生調査の

際にヒメギフチョウの食草であるトウゴクサイシンの確認場

所をプロットする方法も効率的である。 

 

 

左記の内容につ

いて、今後検討

することとし

た。 

（事業計画） 

・道路側溝を設ける場合は、落下した小動物が側溝から出られ

るような工夫が必要である。 

・緑化する場合は地元産の在来種などを使用する配慮が必要で

ある。 

 

 

左記の内容につ

いて、今後検討

することとし

た。 

（その他） 

・渓流にかご網などを設置して、落下するサンショウウオ類（キ

タオウシュウサンショウウオ）を捕獲する方法も検討すると

良い。 

 

左記の内容につ

いて検討するこ

ととした。 
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第6.2-2表(5) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（有識者E） 

意見聴取年月：令和2年11月 

専門分野 専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

植物・植生 

 

【所属：大学 教授】 

 

（調査方法等） 

・谷沿いの渓畔林は重点的に調査をすること。 

・改変を予定している場所は確実に調査すること。 

・独活沼、ウトウ沼には沈水性植物が生育している可能性

がある。これらについては岸に漂着している可能性があ

るので、注意して調査すること。 

・調査時期は、春季（連休前後）、初夏（6 月）、盛夏（7

月末から 8 月上旬）、秋季の 4 回実施するので良いと思

う。 

・初夏はイネ科草本が確認できると思う。 

・植生調査の地点はこの程度でよいと思う。 

 

 

 

 

調査等は左記の内容を

踏まえて実施すること

とした。 

（事業計画等） 

・西側の林道を使用しないことはできないか。 

・ウトウ沼の重要性は加美町も宮城県も認識している。 

・ウトウ沼はできるだけいじらない。 

・林道沿いの樹木の枝葉を刈り払いすると影響が出るかも

しれない。 

・林道の南側（ウトウ沼側）は使用しない。 

・独活沼も気になる、配慮してほしい。 

・独活沼への濁水の影響は確実に排除すること。 

 

独活沼については、そ

の集水域から十分に離

隔を取って、対象事業

実施区域から除外する

こととした。ウトウ沼

については、改変しな

いこととし、隣接する

林道沿いについて改変

する場合には事前に相

談し、工事内容の適否

について助言をいただ

くこととした。 
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